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は じ め に                     

 急速な少子高齢化の進行や人口減少を背景として、地域における

人と人とのつながりや支え合いが弱まりを見せるなど、地域や社会

を取り巻く環境が大きく変化しています。 
 
本県では、県民一人ひとりが安心して生活できる社会づくり、一

人ひとりのかけがえのない命と暮らしを大事にする社会づくりに

向けて、全国に先駆け、保健・医療・福祉サービスを必要な時に適切な内容で総合的・

一体的に提供するため、関係機関が連携を図る仕組みである「保健・医療・福祉包括

ケアシステム」の構築に平成９年度から取り組んできました。 
 
また、団塊の世代全てが７５歳以上となる２０２５年を見据え、県民の誰もが、 

地域で生まれ、地域で育ち、地域を助け、地域で安心して老後を迎えることができる

「青森県型地域共生社会」の実現に向けて、保健・医療・福祉・介護体制の一層の連

携を図るほか、移動手段の確保や買物・食事など、様々な生活機能の確保・提供体制

の構築に取り組んでいるところです。 
 
本計画は、市町村の地域福祉計画の推進を支援する県の計画であり、広域的な観点

から支援の方向性とその方策を定めるとともに、「青森県型地域共生社会」の実現を

地域福祉の視点から推進するものです。本計画に基づき、福祉分野における各種支援

サービスの充実や体制構築はもちろんのこと、従来の支援体制のみでは対応が困難な

複合課題や多様化・複雑化するニーズに対応するため、包括的な相談支援体制の整備

や、地域の様々な課題に対応する人材の確保・育成などに取り組んでいきます。 
 
本計画の基本目標である「一人ひとりのいのちが輝き、人と人とがしっかりとした

絆で支え合う青森県型地域共生社会の実現」のため、県民の皆様には、「支える側」、

「支えられる側」という関係を超えて、日々の暮らしの中で地域福祉の推進に努めて

いただきながら、地域の様々な分野の活動に主体的に御参加くださるよう、引き続き、

御理解と御協力をお願い申し上げます。 
 
  最後に、本計画の策定に当たり、多大なる御尽力を賜りました青森県地域福祉 
支援計画推進委員会委員の皆様をはじめ、貴重な御意見、御提言を賜りました 
関係団体、県民の皆様に心から感謝申し上げます。 
 
 
令和３年３月 

                                      青森県知事   三 村 申 吾 
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Ⅰ 計画策定（改定）の趣旨 

 

 急速な少子化・高齢化の進行と人口減少社会への移行、核家族化、単身世帯の増加

等家族形態の変化、地域の福祉力の脆弱化等、地域社会や家族を取り巻く環境は大き

く変化しています。また、自殺、児童や高齢者、障害者に対する虐待、ひきこもり（＊）

等、複合的な課題への対応が必要となっています。さらに、社会福祉法、介護保険法、

障害者総合支援法、母子保健法、生活困窮者自立支援法（＊）等の改正等を踏まえた地

域福祉を推進していくことが求められています。 

 

また、地震や集中豪雨等の自然災害が多発しており、改めて、地域住民のつながり、

結びつきによる協力が重要になっています。 

 一方で、自主的なボランティア・ＮＰＯ活動の広がりが見られ、相互に助け合い、

支え合う仕組みづくりに取り組むといった動きも生まれてきています。 

 

 地域福祉とは、地域住民をはじめ、福祉サービス事業者、社会福祉協議会、ボラン

ティア団体、ＮＰＯ法人、行政等の様々な主体が、相互に関係を保ちながら協力し合

い、地域にある施設や人材、仕組み等の社会資源を生かした個性のある活動を展開し、

誰もが住み慣れた地域で、その人らしく安心して生活ができる地域社会の実現を目指

す取組を行っていくことです。 

 

地域福祉の推進は、自らの生活を自らの責任で営むという「自助」と、個人だけで

は解決することが困難なことについて地域住民等が共に支え合い、互いに助け合う「互

助」「共助」、そして行政が行う公的なサービス提供や環境づくりという「公助」が相

互に働きかけ合う取組として進めていくことが重要です。この中で、地域住民は福祉

の担い手として、地域福祉の推進に努めながら、地域の様々な分野の活動に主体的に

参加していくことが期待されます。 

 

国では、令和２年６月に、「地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重

し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行わなければならない」

ことをはじめとした、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する

法律」を公布したところです。 
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県では、社会福祉法に基づき、平成１９年３月に策定した「青森県地域福祉支援計

画」を平成２４年３月に改定し、これまで本県における「地域福祉の推進」に向けて、

住民に最も身近な自治体である市町村や地域住民、様々な団体等が協働してそれぞれ

の役割を果たしていくことができるよう、県が広域的な観点から市町村を支援してき

ました。 

 

平成２９年３月に改定した「青森県地域福祉支援計画（第２次）」では、地域福祉を

巡る現状や地域福祉の理念を踏まえ、複合化・複雑化する福祉ニーズに的確に応え、

全ての地域住民が年齢や障害の有無に関わらず、健やかで安心して自立した生活を送

ることができる福祉社会の構築を目指した取組を進めてきましたが、令和２年度で期

間満了となることから、今回の社会福祉法の改正や近年の地域福祉を取り巻く動向、

課題を反映させ、令和３年度からの計画として「青森県地域福祉支援計画（第３次）」

を策定するものです。 
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Ⅱ 計画の位置付けと役割 

 

 

（１）計画の位置付け 

この計画は、社会福祉法第１０８条に基づき、市町村の「地域福祉計画」の推

進を支援する「地域福祉支援計画」として策定するものです。 

地域福祉の推進は、主に市町村が主体となって取り組むことになりますが、こ

の計画は本県における地域福祉に係る施策を広域的、体系的に推進していく基本

的方針を示すものです。 

 

（２）他の県計画との関係 

この計画は、本県の基本計画である「青森県基本計画『選ばれる青森』への挑

戦」に掲げる「生活創造社会」（＊）の実現を、地域福祉の視点から推進するもので

す。 

また、「あおもり高齢者すこやか自立プラン（青森県老人福祉計画・青森県介護

保険事業支援計画）」、「のびのびあおもり子育てプラン（青森県次世代育成支援行

動計画）」、「第３次青森県障害者計画」等の個別計画と連携・整合を図り、各計画

に共通する事項や、生活困窮者自立支援やひきこもり支援といった個別計画では

対応できない事項等について、地域福祉の視点から横断的、総合的に定める計画

です。 

 

（３）計画の期間 

この計画は、５年後に見直しが予定されている社会福祉法の改正の動きと連動

させるために、令和３年度を初年度とし、令和７年度を終期とする５か年計画と

します。 

ただし、本県の地域福祉を取り巻く状況に変化があった場合は、必要に応じて

見直すことを検討します。 
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（４）計画の評価 

基本目標に係るアウトカム指標（＊）の調査分析及び事業の実施状況を有識者等

で構成する青森県地域福祉支援計画推進委員会で評価し、必要に応じて施策の見

直しを行います。 

 

（参考）福祉関連分野県計画等一覧 

 計画等の名称 策 定 計画期間 

1 青森県老人福祉計画 

青森県介護保険事業支援計画 

青森県介護給付適正化計画 

（あおもり高齢者すこやか自立プラン 2021） 

令和３年３月 令和３～令和５年度 

2 第３次青森県障害者計画 平成２５年３月 

（平成３１年３月改定） 
平 成 ２ ５ ～ 令 和 ４ 年 度 

青森県障害福祉サービス実施計画（第６期計画） 令和３年３月 令和３～令和５年度 

3 青森県次世代育成支援行動計画（後期計画） 

（のびのびあおもり子育てプラン） 
令和２年３月 令和２～令和６年度 

4 第２次青森県子どもの貧困対策推進計画 令和３年３月 令和３～令和７年度 

5 第４次青森県ＤＶ防止・被害者支援計画 平成３１年３月 平成３１～令和５年度 

6 青森県健康増進計画 

（健康あおもり２１（第２次）） 

平成２５年３月 

（平成３１年 4 月改定） 
平 成 ２ ５ ～ 令 和 ５ 年 度 

7 青森県保健医療計画 平成３０年３月 平成３０～令和５年度 

8 

 

青森県男女共同参画基本計画 

（第４次あおもり男女共同参画プラン２１） 
平成２９年２月 平 成 ２ ９ ～ 令 和 ３ 年 度 

9 あおもりユニバーサルデザイン推進基本指針 平成１５年３月 なし 

10 青森県福祉・介護人材確保定着グランドデザイン 平成２８年３月 なし 

11 いのちを支える青森県自殺対策計画 平成３０年３月 平成３０～令和５年度 
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Ⅲ 地域を取り巻く環境の変化 

 

（１）少子化・高齢化等の進行と地域社会の変化 

① 人口構造の変化 

少子化・高齢化が急速に進行し、本県はもちろん、わが国全体も人口が減少局

面に入っています。本県の６５歳以上の老年人口の割合は今後も増加していく一

方、生産年齢人口は減少していくと推計されています。（図表１） 

 

資料：国勢調査（総務省）、日本の地域別将来推計人口（平成 30年 3月、国立社会保障・人口問題 

研究所） 

② 出生数・合計特殊出生率（＊）の推移 

本県の合計特殊出生率は、令和元年は１．３８となっています。（図表２） 

   

資料：人口動態統計（厚生労働省） 

11.4% 10.5% 9.9% 9.3% 8.8% 8.5% 8.2%

58.5%
55.5%

53.4% 51.6%
49.8%

47.1%

45.0%

30.2%

34.0%
36.7%

39.1%
41.4%

44.4%

46.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

平成27 令和2 令和7 令和12 令和17 令和22 令和27年

図表１ 青森県の将来推計人口
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図表２ 出生数と合計特殊出生率

出生数 青森県合計特殊出生率 全国合計特殊出生率

年

（千人） 

（人） 
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③ 高齢化の状況 

本県の高齢化率は、平成２７年には３０．１％と、全国（２６．６％）よりも

早い速度で高齢化が進んでいます。（図表３） 

 

資料：国勢調査（総務省） 

 

高齢化の進展に伴い、本県の高齢者のいる世帯の割合も上昇しています。中で

も、高齢夫婦世帯、高齢単身世帯の数が増加しています。（図表４） 

 

資料：国勢調査（総務省） 
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図表３ 高齢者人口の推移（青森県）

前期高齢者（65～74） 後期高齢者（75～） 県高齢化率 全国高齢化率
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図表４ 高齢世帯数とその構成の推移（青森県）

高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 その他の高齢世帯数 高齢者のいる世帯割合

（千人） （％） 

（世帯） （％） 
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④ 家族類型の推移 

世帯構成では単身世帯の割合が最も多く、全世帯の３割を占めています。（図表

５） 

 

資料：国勢調査（総務省） 

 

⑤ 離婚の状況 

本県の離婚率は、平成１７年をピークに減少傾向にあります。（図表６） 

 

  資料：人口動態統計（厚生労働省） 
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図表５ 家族類型別世帯構成の推移（青森県）
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図表６ 離婚率等の推移（青森県）

離婚件数 離婚率（県） 離婚率（全国）

（件） （％） 
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⑥ 虐待・配偶者等からの暴力（ＤＶ）（＊）の状況 

本県の児童虐待相談受付件数は近年増加傾向にあり、令和元年度は１，６００

件を超えています。（図表７） 

 

資料：青森県こどもみらい課 

   

本県の市町村における高齢者虐待相談通報件数は横ばい傾向で、令和元年度は 

３４４件となっています。（図表８） 

 

資料：青森県高齢福祉保険課 
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図表７ 児童相談所における児童虐待相談対応件数（青森県）
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図表８ 市町村における高齢者虐待相談通報件数（青森県）
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本県の市町村等における障害者虐待相談対応件数は、令和元年度で４９件と

なっています。（図表９） 

 
資料：青森県障害福祉課 

 

本県の配偶者暴力相談支援センター（＊）における配偶者等からの暴力相談件数

は、平成２９年度以降は増加傾向にあり、令和元年度は９９１件となっています。

（図表１０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：青森県こどもみらい課 
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図表９ 障害者虐待相談・通報対応件数（青森県）
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図表１０ 配偶者等からの暴力相談件数（青森県）
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⑦ 自殺の状況 

本県の自殺死亡率は横ばい傾向、完全失業率は減少傾向にあります。自殺死亡

率は、３０年は２０．６人（人口１０万対）となっています。（図表１１） 

  

資料：人口動態統計（厚生労働省）、労働力調査（総務省） 

⑧ 生活保護の状況 

令和元年度の本県の月平均被保護世帯数は２３，９１２世帯、被保護実人員は 

２９，２９０人となっています。（図表１２） 

 

資料：青森県健康福祉政策課 
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図表１１ 自殺死亡率と完全失業率

自殺死亡率 完全失業率
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図表１２ 被保護世帯数・人員数・保護率

（平成２６～令和元年度 県平均）

被保護世帯数 被保護人員数 県平均保護率 全国平均保護率

（自殺率、人口１０万対） 
（完全失業率、％） 

（世帯・人） 
（‰） 
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⑨ 介護保険の要介護認定者及び障害者の状況 

高齢化の進展に伴い、介護保険の要介護認定を受ける方も今後増加が見込まれ

ます。（図表１３）また、愛護手帳（療育手帳）及び精神保健福祉手帳の交付者も

増加しています。（図表１４） 

 

資料：青森県高齢福祉保険課（令和２年までは「介護保険事業状況報告」（各年度７月現在）、令和

３年以降は地域包括ケアシステム「見える化」の推計） 

 

 

資料：青森県障害福祉課 
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図表１３ 要介護認定者数等の見込み（青森県）

要介護認定者数 要介護認定率
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図表１４ 障害者手帳の交付状況（青森県）

身体障害者手帳交付者数 愛護手帳（療育手帳）交付者数 精神障害者保健福祉手帳交付者数

（人） 

（件） 
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⑩ 介護人材の状況 

要介護認定者数の増加等により介護保険サービスの利用者数が増大し、介護人

材の需要が増加することから、令和７年（２０２５年）には約２，５３０人の介

護人材が不足すると推計されています。このため、介護人材確保の取組が喫緊の

課題とされています。（図表１５） 

  

資料：介護人材需給推計ワークシート（厚生労働省） 

 

（２）地方分権の進展とボランティア・ＮＰＯ活動の振興 

地方分権の流れの中で、地方自治体は自らの自主性や自立性を高め、個性豊か

な活力あふれる地域社会を形成していくことが求められていることから、住民に

最も身近な自治体である市町村の役割が重要となってきています。また、地域に

おいては住民と行政が相互に連携し、共に担い手となって地域の潜在力を十分に

発揮する仕組みを作っていくことが地域社会の重要な課題となり、地域社会の運

営には地域住民が主体的に参画する機会が拡大することが求められます。 

こうした地域住民の社会参加意識の高まりを背景に、ボランティア・ＮＰＯ活

動等地域住民の自主的な活動が活発化してきています。（図表１６）介護保険制度

では、要支援者の介護予防サービスの一部が市町村の地域支援事業（＊）へ移行し、

サービスの担い手としてＮＰＯ、ボランティアへの期待が大きくなっており、ま

た、地域に見合った保健・医療・福祉・介護の自主的な活動を行っている団体が、

地域を越えて自ら連携を模索する取組が県内でも活性化しています。こうした力

が地域の相互扶助機能を回復し、コミュニティレベルでの地域づくりを再構築し

ていくことになります。 
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図表１５ 介護人材の需給推計（青森県）

介護職員数（需要推計） 介護職員数（供給推計） 介護職員数（需要と供給の差）

（人） 
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資料：青森県県民生活文化課（上記活動数は、一つの法人が複数の活動をしている場合、延べ数と

して集計しているため、実法人数とは異なります。令和２年９月末現在の実法人数は４１６

法人となっています。） 

 

（３）社会福祉分野の制度改正 

少子化・高齢化、人口減少といった時代背景や多様なニーズに対応して、社会

福祉に係る各分野の制度改正も行われています。 

最近の動向を見ると、地域福祉の推進では、市町村において、地域住民の複合

化・複雑化した支援ニーズに対する包括的な支援体制を整備する「重層的支援体

制整備事業」を規定した社会福祉法の改正、障害者福祉では、障害のある人が望

む地域生活を支援するための障害者総合支援法の改正、児童福祉では、妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目のない支援を行うための「子育て世代包括支援セン

ター」の設置が努力義務とされた母子保健法の改正、生活困窮者支援では、支援

体制を強化するため、一部任意事業の実施が努力義務化された生活困窮者自立支

援法の改正、成年後見制度（＊）の利用促進のため、成年後見制度利用促進法に基

づく、成年後見制度利用促進基本計画の策定などが挙げられます。こうした各分

野の制度改正を視野に入れながら、地域福祉を推進していくことが求められてい

ます。 
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図表１６ 本県の特定非営利活動法人の種類（令和２年９月末現在）
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（４）地域福祉の推進に向けたアンケート調査の結果 

県では、本計画の改定に当たり、令和元年１１月に、地域福祉の推進に向けた

アンケート調査を実施しました。 

 県民向け 相談機関向け 

調査対象 県内在住の２０歳以上の県民 県内の各種相談機関 

回答数／調査数 １，０３７／２,０００人 ２７４／３４７機関 

   この調査は、平成２９年１２月にも同様の内容で実施しており、前回と今回で

は、大きな傾向の変化は見られませんでしたが、２回の調査を通じて、今後取り

組んでいくべき課題、方向性が明らかになりました。 

① 福祉に関する情報 

    県民向けアンケートでは、各種福祉制度における相談窓口の存在が、依然と

して知られていないという結果となりました。（図表１７） 

また、地域での安心な生活に必要なこととして、「福祉や保健に関する情報提

供を充実させる」が最も多く（図表１８）、福祉に関する情報の入手手段は、イ

ンターネットが普及した現在にあっても「市町村の広報」が最も多いという結

果となりました。（図表１９） 
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図表１７ 各種相談窓口の認知度

知っている 知らない 無回答
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資料：図表１７～１９とも、「地域福祉の推進に向けた青森県民の意識に関するアンケート調査」

（令和元年１１月・青森県健康福祉政策課調査） 
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図表１８ 地域での安心な生活に必要なこと
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図表１９ 福祉に関する情報の入手方法
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② 複数の機関をコーディネートする必要性 

    相談機関向けアンケートでは、９割以上の相談機関が複数機関をコーディ

ネートする必要性を感じているという結果になりました。 

このことは、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対する包括的な支

援体制を検討する上での重要な要素となるものと考えられます。 

 

資料：「地域福祉の推進に向けたアンケート調査（相談支援機関用）」（令和元年１１月・青森県健

康福祉政策課調査） 

 

（５）計画改定の方向性 

  ① 本県の現状と課題 

○ 全国的に人口が減少局面に入り、生産年齢人口が減少している中、本県で

は他県以上に早い速度で高齢化が進んでいるとともに、高齢夫婦世帯及び高

齢単身世帯の数が増加しています。一方、福祉ニーズは複合化・複雑化して

おり、複数分野の課題を抱える方への分野横断的かつ包括的な対応が求めら

れています。 

   ○ 要介護認定者数の増加等に伴い福祉・介護サービス利用者が増加する中で、

福祉・介護人材の安定的な確保・育成が必要です。併せて、公的サービスで

は十分対応できない「制度の狭間」へのきめ細かな対応を行うため、ボラン

ティアや社会福祉法人等の役割が増大しています。 

   ○ 虐待や配偶者からの暴力相談が増加傾向にあり、関係機関が一丸となった

対応が求められています。また、生活困窮者に対する自立支援の取組も引き

続き必要となっています。支援を要する方が孤立せずに必要な支援を受けら

必要だ

95.3%

必要ない

4.4%
無回答

0.4%

図表２０ 複数の関係機関をコーディネートする必要性
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れるよう、地域のつながりを再構築することも重要です。 

   ○ 県民向けアンケートの結果を踏まえ、福祉に関する制度や相談機関の周知

を図る必要があります。 

  ② 計画改定の方向性 

    計画の改定に当たっては、本県の課題を解決するため、以下の方向性により

取組を進めることとしています。 

○ 包括的な相談支援体制を構築し、複合的なニーズを抱える方への適切な支

援を行うとともに、支援に関わる福祉サービスの質の確保を図ること。 

○ 関係主体が一体となって福祉・介護人材の安定的な確保・定着に取り組む

とともに、ボランティア等に取り組みやすい環境づくりを進めること。 

○ 虐待防止、自殺対策、生活困窮者対策等、自助努力で対応できない問題へ

のセーフティネット機能を充実・強化するとともに、地域住民や関係団体等

多様な主体の積極的な参加による地域づくりを進めること。 

   ○ 福祉に関する制度や相談機関を市町村と協力して周知していくこと。 
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Ⅳ 計画の基本的な考え方 

 

（１）計画の基本目標 

 本県で暮らす全ての県民が年齢や障害の有無に関わらず、健やかで安心して自

立した生活を送ることができる福祉社会を目指して、これまで全国に先駆けて保

健・医療・福祉包括ケアシステムの構築支援に取り組んできました。 

今後も引き続き、この取組に国の動向や地域ごとのサービス提供の特徴・課題、

地域福祉の推進に向けたアンケート調査により明らかとなった課題や方向性を反

映させるとともに、自助、互助、共助、公助の考えを踏まえ、地域福祉の推進を

積極的に図っていくことが必要です。 

本県を取り巻く課題を解決し、本県における地域福祉の推進を図るため、次の

目標のもとに必要な方策を推進していきます。 

 

 

 

 

（２）計画の重点的視点 

○ 地域住民の主体的参画と様々な主体間の役割分担 

地域福祉の推進については、社会福祉法において地域住民の主体的参画が強く

求められており、地域住民が互いに支え、支えられる福祉に大きく転換していく

必要があります。このため、地域住民をはじめ福祉サービス事業者、社会福祉協

議会、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、行政等様々な主体が、適切な役割分担を

持ち、支え合いながら、地域福祉を着実に推進していくことが重要です。 

 

 

「青森県型地域共生社会の実現」とは、地域で生まれ、地域で育ち、地域を助け、地域で

安心して老後を迎えることができる社会の構築を目指し、青森県がこれまで進めてきた保

健・医療・福祉包括ケアシステムに「住まい」「生活支援」を取り込むとともに、「交通」

「情報通信」「セキュリティ」の地域機能を加え、さらに「地域づくり」の視点を踏まえた

深化を図るものです。保健・医療・福祉・介護分野に加え、買物、食事、住まい、移動、

交流等の他分野を含め、地域における人材、資源等の状況に応じた取組を展開します。 

本計画では、「青森県型地域共生社会の実現」の地域福祉部分を担います。 

一人ひとりのいのちが輝き、人と人がしっかりとした 

絆で支え合う青森県型地域共生社会の実現 
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○ 青森県型地域共生社会の推進 

地域住民の生活上の問題は複合化・複雑化しており、細分化した縦割りのサー

ビス提供では、住民のニーズを十分に満たすことは困難です。 

そのため、福祉分野はもとより、保健・医療分野との連携、地域生活を継続す

るための住民の食事・移動・買物や災害時対応等の各種支援など、地域の実情に

合わせて多くの分野との連携が不可欠なほか、地域おこし協力隊や農山村の地域

経営体等、様々な地域の担い手の参画を促進し、地域づくりの視点を踏まえた包

括的な支援体制の整備が必要です。 

 

○ 利用者本位の福祉サービスの提供 

福祉サービスは、従来の行政主導による「与える福祉」から利用者が自らの自

立を目指し「選択できる福祉」に大きく転換しており、利用者本人が質の高い適

切なサービスを選択できるよう、十分な情報提供や利用しやすい体制づくり等が

求められます。それと同時に、サービスを提供する側も自らサービスの向上に努

める必要があります。 

 

○ 福祉の人材の確保・育成と教育との連携 

地域福祉を支えるのは人の力であり、福祉の人材の確保・育成は地域福祉の推

進に当たって最も重要なことです。このため、専門的な知識・技能を持った人材

の育成はもちろん、それらをコーディネートできる人材等の確保・育成に積極的

に取り組む必要があります。 

また、少子・高齢化が進行する中で、福祉・介護人材の確保と定着を進めるた

めには関係主体が一体となって取組を進めていくほか、教育分野との多様な連携

に努めることが重要です。 

 

（３）基本目標に係るアウトカム指標 

   以下の項目に係るアウトカム調査を実施し、地域福祉推進の成果と課題を明ら

かにします。 

  ① 住民意識の向上について 

  ② 地域環境の変化について 

  ③ 組織間連携の推進について 
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Ⅴ 地域福祉推進のための方策の展開 

 

（１）地域福祉推進のための基本方策 

 本県における地域福祉の推進を図るため、基本目標に基づき以下の方策を引き

続き推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

一人ひとりのいのちが輝き、人と人がしっかりとした絆で 

支え合う青森県型地域共生社会の実現 

 

基本目標 

基本方策１ サービスを利用しやすい体制づくり 

基本方策２ 地域福祉を担う人材づくり 

基本方策３ 共に支え合う地域づくり 

【推進施策】 

１－１ 利用者本位の総合的サービス提供 

１－２ 保健・医療・福祉・介護サービスの総合化 

１－３ サービス利用者の権利擁護 

１－４ 活動やサービスの評価の仕組みづくり 

【推進施策】 

２－１ 福祉の心の育成 

２－２ 地域福祉を担う人材の確保・育成 

２－３ ボランティア・ＮＰＯの育成と活動支援 

【推進施策】 

３－１ 地域住民の参加による地域福祉の推進 

３－２ 地域福祉の推進主体の充実 

３－３ 社会参加の促進と生きがいづくり 

３－４ セーフティネット機能の充実・強化 
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１－１ 利用者本位の総合的サービス提供 

 

 高齢者、障害者、ひとり親家庭等の子育て家庭等の福祉サービスの利用者は、それ

ぞれ心身の状況、生活環境等の違いにより必要とされる福祉サービスも異なるため、

自らの生活上の課題を解決するためには、いつ、どこで、どのようなサービスを受け

ることができるのかという情報を入手した上で、サービスを的確に選択・利用するこ

とが重要です。 

 情報提供をする側は、利用者の実態、ニーズを十分把握し、利用者にとって、個人

の尊厳を保持し、最適な福祉サービスを自由に選択できる状況を整備する必要があり、

課題の整理や選択への助言等相談支援機能が充実していることが求められます。 

 このため、県や市町村は福祉サービスを提供する施設の適切な整備・配置を行うこ

とはもちろんのこと、一人ひとりのニーズに適切に対応して相談や利用援助を行うと

ともに、事業者等に関する多種多様な情報を積極的に収集・蓄積し、多様な媒体を活

用して情報を分かりやすく提供していく必要があります。 

 また、近年、福祉ニーズの複合化、複雑化により、高齢者、障害者、児童等の既存

の制度の対応では適切な支援を受けられないという課題も提起されており、今後は、

分野ごとの専門サービスについても引き続き機能強化を図りつつ、複合的なニーズを

もつ相談者に対しても、適切な支援を提供する仕組みづくりが求められているととも

に、自ら支援を求めることが困難な人や支援が必要な状況にあるにも関わらず支援を

求めていない人へ支援を行うことが必要です。 

 

① 相談支援体制の充実と包括的な相談支援体制の構築 

  住民が福祉サービスを利用するに当たっては、いつでも気軽に相談ができ、複雑

な問題を整理できるように、それぞれの役割分担や横の連携を密にした対応ができ

るような相談支援体制が必要であり、できるだけ身近なところに相談窓口が整備さ

れていることが必要です。 

さらに、どこに相談しても事案に応じて適切な情報やサービスの提供につながっ

ていくように、縦割りではなく、専門領域を超えた相談機関相互、あるいは相談機

関と施設・事業者等のネットワークが切れ目なく、重層的に構築されていることが

重要であり、相談者の複合化・複雑化したニーズに対応し、ワンストップで分野横

基本方策１ サービスを利用しやすい体制づくり 
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断的に包括的な支援を行うため、各相談支援機関のコーディネート機能を担う相談

窓口の設置が望まれます。 

本県では、特に人材や地域資源等の不足により単独で取り組むことが困難な町村

部を支援するため、平成２９年度から平成３０年度にかけて、国の包括的支援体制

構築事業を活用し、東青圏域の４町村を対象として、関係機関が協働して複合化し

た地域生活課題を解決するための体制づくりに向けた「多機関の協働による包括的

支援体制構築モデル事業」を実施しました。 

令和元年度は、県から３町村がこの事業を引き継ぎ、令和２年度は、県内１０町

村に取組が広がっているところです。 

包括的支援体制構築事業は、令和２年６月の社会福祉法改正により、令和３年４

月から、参加支援事業などの事業を拡充した、重層的支援体制整備事業に移行する

こととなりました。（図表２１、図表２２） 

 

図表２１ 重層的支援体制整備事業（イメージ図） 

重層的支援体制整備事業について（イメージ）

○ 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例に
ついては多機関協働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。

○ なお、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人の場合には、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により本人との関
係性の構築に向けて支援をする。

○ 相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を利用し、本人のニーズと地域資源の間を調整する。
○ このほか、地域づくり事業を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止をめざす。
○ 以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していく。

じえん

若年者
支援

教育

保健・医療

就労支援

消費者相談

場や居場所の機能

日常の暮らしの中での支え合い

コミュニティ
（サークル活動等）

居場所をはじめとする多様な
場づくり

多分野協働の
プラットフォーム

農業

観光

まちづくり

環境

居住支援

地域住民

居場所

地方創生

多文化
共生

相談支援機関B

相談支援機関C

相談支援機関A

重層的支援体制整備事業（全体）

世代や属性を超えた相談を
受け止め、必要な機関につ
なぐ

包括的相談支援事業

継続的な伴走によ
る支援

アウトリーチ等を通じ
た継続的支援事業

つながりや参加の支援。
狭間のニーズにも対応
する参加支援を強化

参加支援事業

地域づくりをコーディ
ネート

地域づくり事業

中核の機能を担い、
相談支援関係者へ
連携・つなぎ

多機関協働事業新

新

新

重層的支援会議

調整
調整

 

 

 

 



 

 - 23 - 

図表２２ 重層的支援体制整備事業の実施により何が変わるのか 

子

生活保護

 市町村全体で「断らない包括的な支援体制」を構築できるようにする。
新しい「窓口」をつくるものではない。
 すべての住民を対象に

 既存の支援機関を活かしてつくる
 構築に必要な「協働の中核」「継続的な伴走支援」「参加支援」の機能・財政支援を強化

 体制づくりに必要な費用について、財政支援を一体的に行う仕組みにする。
 各制度で定められた相談支援機関の機能を超えた支援が可能となる。

（例） ひきこもりの状態にある方への支援、生活保護受給者の方への支援 など

重層的支援体制整備事業の実施により何が変わるのか

複合的な課題
関係性の貧困／
狭間のニーズ

生活困窮

子

生活保護

生活困窮

 

 資料：図表２１、２２とも、厚生労働省 

 

（施策展開の方向） 

 ○住民にとって、最も身近な支援者である民生委員・児童委員（＊）や身体障害者相

談員（＊）、知的障害者相談員（＊）等の活動の一層の周知を図ります。 

 ○地域における総合的な相談窓口として機能するよう、市町村（地区）社会福祉協

議会や地域包括支援センター（＊）、障害者相談支援事業所（＊）、子育て世代包括支

援センター等を支援します。 

○要保護児童対策地域協議会（＊）等、市町村の機能が充実するよう支援していきま

す。 

○重層的支援体制整備事業を実施し包括的な相談支援に取り組む市町村が増えるよ

う、事業の周知や市町村間の情報共有の場づくりのために、情報交換会を開催し

ます。 

 ○重層的支援体制の整備に当たっては、まちおこし、産業、農林水産、土木、防犯・

防災、環境、社会教育、交通、都市計画等、福祉や医療だけでなく様々な組織と

連携、ネットワークの構築を図ります。 

 ○相談機関相互、相談機関と施設・事業者の連携が円滑に行われるよう、相談業務
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従事者の資質の向上を図ります。 

○複数分野の問題や複雑に絡む問題を抱える住民に対し、包括的な相談窓口におい

て、対象者との相談、それを踏まえて必要となるサービスの検討、複数機関にま

たがる支援のコーディネートを分野横断的かつ包括的に行うため、圏域単位の相

談支援機関を中心とした地域のネットワークを構築し、包括的な相談支援体制の

構築を進めます。 

 

② 専門相談機関の充実・強化及び連携促進 

  高度で複雑な専門性を要する問題に対して、的確に対応できる専門相談機関を充

実・強化することが重要です。 

また、専門相談機関相互及び地域における相談機関との連携をいかに進めるかは

さらに重要な課題です。 

 （施策展開の方向） 

 ○県の各種専門相談機関（福祉事務所、児童相談所、保健所、障害者相談センター、

女性相談所、精神保健福祉センター等）の充実と連携強化を図ります。  

 ○専門相談機関と地域における相談機関（民生委員・児童委員、社会福祉協議会、

市町村、地域包括支援センター等）との重層的なネットワークを強化し、一貫し

た支援体制が構築できるよう努めます。また、住民が地域の身近な課題解決に取

り組み、専門職はそれをバックアップするとともに高度な課題解決を担うなど、

地域住民と専門相談機関との役割分担・連携を図ります。 

 

③ 福祉に関する情報の提供 

  住民がニーズに合ったサービスや事業者を比較し、選択するためには、必要な情

報が十分かつ容易に入手できることが必要であり、情報の受け手である住民側も

様々な生活環境にあることから、多種多様な手段・方法による情報提供が求められ

ます。 

 （施策展開の方向） 

 ○市町村や関係機関と協力し、福祉に関する制度、相談機関、福祉サービスの周知・

情報提供をしていきます。 

○テレビやラジオ番組、広報紙等による情報提供を継続し、県のホームページ等イ

ンターネットやＳＮＳを活用した情報提供を充実させるとともに、より分かりや

すい内容にするよう創意工夫をします。  
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 ○市町村や社会福祉協議会の広報紙、ホームページ等各種媒体を活用した分かりや

すい福祉サービス情報の提供を促進します。 

 

④ 事業者によるサービスの質の向上に向けた取組の支援と情報の開示 

  社会福祉法においては、事業者が自らその提供する福祉サービスの質の評価を行

うこと等により、常に利用者の立場に立った良質な福祉サービスを提供するよう努

めなければならないとされており、また必要な情報についても積極的に提供するよ

う規定されています。 

県や市町村による広報だけでなく、施設や事業者自らも提供するサービスの内容

や提供体制等の情報を正確に開示・提供することも、利用者の利便性を高める上で

重要な取組です。 

また、不足している福祉・介護人材の確保のため、求職者が社会福祉法人や介護

サービス事業所の職員処遇・人材育成等の情報を入手しやすい環境の整備等が望ま

れます。 

（施策展開の方向） 

○施設・事業者による適切な情報開示・提供が行われるよう指導します。 

○事業者の福祉サービスの質の向上を支援する「福祉サービス第三者評価（＊）」や

「地域密着型サービスの外部評価」への取組を推進します。 

○利用者のサービス選択のための情報を提供する「介護サービス情報の公表」への  

取組を推進します。 

○福祉・介護人材確保を図るため、学生・求職者等に対し、社会福祉法人等におけ

る職員処遇・人材育成に関する有用な情報を提供します。 

○介護サービス、保育サービス、障害福祉サービス事業所等に対する認証評価（＊）

の実施により、人材確保・育成、質の高いサービス提供に積極的に取り組む事業

者の「見える化」を進めます。 

 

⑤ 適切な施設配置・整備 

  社会福祉施設については、利用者本位の視点に立ち、地域における諸条件を勘案

し、種別・地域的なバランスを考えながら整備を推進する必要があります。 

（施策展開の方向） 

○施設の種別ごとに地域の需要や必要性を考慮し、適正かつ計画的な整備を図りま

す。特に数の少ない種別施設は、偏在しないよう留意します。 
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○利用者の生活の質を重視し、ゆとりのある居住空間やプライバシーの確保に配慮

した施設の整備を図ります。 

○地域の特性に配慮した施設の整備を推進するとともに、多様な施設の整備、施設

の複合化、改築整備、既存施設の有効活用等を進めます。 

○人口減少下における効率的で柔軟な事業運営を確保するため、高齢、障害、児童

等の福祉サービスを総合的に提供できる仕組みとして、多世代交流・多機能型福

祉拠点づくりを推進します。 
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１－２ 保健・医療・福祉・介護サービスの総合化 

 

 サービスの提供に当たっては、高齢者、障害者、ひとり親家庭等の子育て家庭等支

援を必要としている人々の状況を的確に把握して、対象世帯一人ひとりのニーズに適

切に対応できる仕組み、体制づくりが必要であり、支援を要する人の立場に立って、

どのような支援が必要かを見極め、必要なサービスを総合的に切れ目なく提供してい

くことが求められています。 

 そのためには、保健・医療・福祉・介護が連携して適切なサービスを提供すること

はもとより、地域住民やボランティア団体、ＮＰＯ法人等によるインフォーマルサー

ビス（＊）を組み合わせて提供していくことも大切です。 

 また、高齢化の進展に伴い、医療と介護の両方のサービスを必要とする高齢者の増

加が見込まれる中で、地域包括ケアシステム（＊）を構築し、住まいを中心に、医療・

介護をはじめとする必要なサービスを一体的に提供できるよう、介護保険制度の中で

在宅医療・介護連携推進事業（＊）が市町村の取組として義務づけられています。この

ため、市町村が円滑に取り組むことができるよう、県にも適切な支援が期待されてい

ます。 

  

① 保健・医療・福祉包括ケアシステムの推進（「青森県型地域共生社会」の構築） 

  保健・医療・福祉包括ケアシステムは、住民が、生涯にわたり健康で安心した生

活が送ることができるよう、保健・医療・福祉・介護のサービスを提供する機関が

連携し、必要な時に一体的に切れ目なくサービスを提供する仕組みであり、県は、

平成９年度から、推進組織の設置や各種事業の展開により、住民に最も身近な市町

村を基本単位として構築されるよう取り組んできました。 

また、本県の平均寿命及び健康寿命が全国の下位にあることから、全ての分野に

おける全ての段階での予防へとつないでいく機能が重要であり、平成２６年からは

予防を重視した包括ケアシステムを推進してきました。 

これまで、市町村における包括ケアシステムの構築支援、医師の確保、保健師活

動の再構築、地域連携パスの開発・普及等の取組を進めてきた結果、多職種による

ケース検討や退院時の連絡調整等が行われるようになり、保健・医療・福祉・介護

の連携の基盤は一定程度整備されています。 

国では、令和７年（２０２５年）を目途に、医療・介護・予防・住まい・生活支

援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を目指していることから、
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これまで本県が進めてきた保健・医療・福祉包括ケアシステムにも新たな要素を加

え、地域で生まれ、地域で育ち、地域を助け、地域で安心して老後を迎えることが

できる社会、すなわち「青森県型地域共生社会」の構築を目指す視点を加味してい

く必要があります。 

 （施策展開の方向） 

○市町村が構築した包括ケアシステムを改良・発展させていくための取組を支援し

ます。また、これまでの保健・医療・福祉包括ケアシステムに、国の制度改正や

地域ごとの支援体制の違い等を反映させていきます。 

○市町村及び二次保健医療圏（＊）で在宅医療・介護連携に向けた体制整備が図られ

るよう、関係機関との調整や人材育成等を支援します。 

○保健師による家庭訪問等を通じた地域住民との直接対話や保健協力員（＊）、食生

活改善推進員（＊）等の地域にある人的資源の育成と活用を図り、関係者間での緊

密な連携・協働等により、地域に根ざし、予防を重視した包括ケアシステムの推

進を図ります。 

 

② 地域における公的サービスとインフォーマルサービスとの融合・協働 

 地域において、支援を要する人が適時・適切なサービスを選択、活用するために

は、公的サービス、インフォーマルサービスを問わず、必要なサービス供給量が充

足されている必要があります。 

そのために、社会福祉法人、医療法人、公益法人だけでなく、営利法人、ボラン

ティア団体、ＮＰＯ法人、地域住民等多種多様な主体の参入が望まれます。介護保

険制度においては、要支援１・２の軽度者に対する介護予防サービスの一部が保険

給付から市町村の介護予防・日常生活支援総合事業へ移行し、各市町村では、地域

の実情に応じて多様なサービスを提供することが可能となり、こうしたサービスの

担い手としても、民間企業、ＮＰＯ法人、ボランティア等多様な主体の活用が重要

です。 

特に、インフォーマルサービスについては、子どもの預かりや配食サービス、移 

送・送迎サービス、子ども食堂などの子どもの居場所づくり等、公的サービスでは

賄いきれない部分まで盛り込んだきめ細かなサービスを住民の要望に応じて柔軟に

提供してくれることが期待されています。 

各地域において、行政、サービス提供事業者及びインフォーマルサービスを展開

する個人や団体が、相互に連携・協働することにより、一層、利用者本位の総合的
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なサービス提供を実現することが可能となります。 

 （施策展開の方向） 

○ボランティア団体やＮＰＯ法人等の活動に取り組みやすい環境の整備を図り、地

域のインフォーマルサービスへの参加を促進します。 

○ボランティア団体やＮＰＯ法人等によるインフォーマルサービスを含む地域の

サービスを、総合的かつ効果的に提供する仕組みづくりを支援します。 

○地域の支援ニーズとボランティア団体やＮＰＯ法人等サービス主体のマッチング

を行う人材の養成を支援します。 

〇ボランティア等と協働して、地域に不足する資源の検討、新たな社会資源の創出

を図ります。 

〇保健・医療・福祉・介護従事者や地域住民による地域づくりに向けた自主的な取

組と、県・市町村等の取組との連携を図ります。 
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１－３ サービス利用者の権利擁護 

 

 介護保険サービスや障害福祉サービス等多くの福祉サービスでは、サービスの利用

者と提供者が対等な関係で契約を締結します。しかし、認知症のある高齢者や知的障

害、精神障害のある人等は、サービス利用に際して何らかの支援を要する状態であっ

たり、財産管理の能力が十分でないこともあります。 

 また、苦情申し立てによりサービス改善を求めることも利用者固有の権利です。真

にサービス利用者が事業者と対等の立場に立ち、安心してサービスを受けるためには、

サービス利用者の権利擁護が一層重要な課題となっており、今後の高齢化の進展に伴

い認知症高齢者の増加が見込まれることから、権利擁護の体制強化が望まれます。 

 

① 日常生活自立支援事業（＊）の推進 

 「日常生活自立支援事業」は、判断能力が不十分で、日常生活の営みに支障のあ

る人が福祉サービスを利用する際に、必要な手続きや費用の支払いに関する事務を

支援する制度です。本県では、県社会福祉協議会が、県内１２か所の基幹的社会福

祉協議会等に、福祉サービス利用援助事業の実施や当該事業の従事者の資質向上及

び普及・啓発を行う事業を委託して実施しており、着実に本事業の趣旨が浸透して

きています。今後は、潜在的なニーズがありながら利用に結びついていないケース

を着実に利用に結びつけることが必要です。 

 （施策展開の方向） 

○地域において日常生活自立支援事業への理解が深まり、多くの対象者が利用でき

るように、県民への広報・啓発活動を行います。 

○潜在化しているニーズを発掘し、日常生活自立支援事業につなげるよう、市町村

社会福祉協議会との連携強化に努めます。 

○社会福祉協議会職員や施設職員、民生委員・児童委員等に人権や権利擁護に関  

する研修を行います。 

○県社会福祉協議会に設置している地域福祉権利擁護センターの機能強化を図ると

ともに、市町村社会福祉協議会による独自の権利擁護への取組を推進します。 

  

② 成年後見制度の活用促進 

認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が十分でない方が、福祉サービ

スや財産管理に関する契約等法律行為を行うに当たっては、成年後見制度を活用す



 

 - 31 - 

ることが望まれます。 

高齢化等の進展を背景に制度の活用は着実に伸びていますが、一方で、制度の周

知不足や費用の問題、手続きに時間がかかり迅速性に欠ける、後見人のなり手不足

など、広報・啓発や利用者・後見人等への支援が課題となっています。平成２８年

５月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、平成２９年３月に

は「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定され、成年後見制度の利用を促進

する取組を促進することとされています。 

 （施策展開の方向） 

○中核機関の設置・運営に関する支援を行うとともに、成年後見制度に関する研修

を実施するなど、成年後見制度の市町村長申立てが円滑にできるよう市町村の取

組を支援します。 

○社会福祉協議会、家庭裁判所、法務局、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等

と連携し、成年後見制度の普及啓発に努めるとともに、判断能力が低下した方が、

成年後見制度を利用しやすい仕組みづくりを進めます。 

○後見人等が必要な人の早期発見の体制づくりや市町村長等による家庭裁判所への

申立ての活用促進等、成年後見制度の利用及び制度の普及を支援します。 

○後見等の業務を担う人材を育成・活用するため、市町村において市民後見人を確

保できる体制を整備・強化し、地域における活動を推進します。 

 

③ 苦情解決体制の整備 

利用者の福祉サービスに対する満足感を高め、利用者の権利と利益を擁護する上

で、苦情解決への取組は重要な課題となっています。 

このため、社会福祉法において、各事業者は、利用者からの苦情の適切な解決に

努めなければならないこととされ、苦情解決責任者及び苦情受付担当者の選任や第 

三者委員の設置が指針として示されています。 

また、利用者と事業者の間では解決困難な事案を処理したり、利用者からの申し

出に基づいて斡旋等を行う「青森県運営適正化委員会」が県社会福祉協議会に設置

されています。さらに、介護保険サービスについては、青森県国民健康保険団体連

合会が第三者機関として苦情解決に当たることとされています。 

今後のサービス利用者の増加や利用者の権利意識の定着によって、苦情解決への

ニーズは益々高まることが予想されます。 

 （施策展開の方向） 
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○利用者への広報・啓発及び事業者自らの苦情解決体制の整備を指導し、利用者が

苦情の申出を行いやすい環境づくりを進めます。 

○苦情解決に客観性を持たせ、利用者の立場に配慮した適切な対応が行われるよう、

事業者への研修会や巡回指導、監査等を通じて、学識経験者等による第三者委員

の設置を指導していきます。 

○事業者による解決が困難な事案等に対応するため、県社会福祉協議会や県国民健 

康保険団体連合会の苦情解決体制への支援を引き続き行っていきます。 
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１－４ 活動やサービスの評価の仕組みづくり 

 

 事業者が質の高いサービスを提供するため、自らのサービスの水準を点検し、その

改善を行っていく上で、また、利用者が自分にとってふさわしいサービスを選択する

ための情報として、サービス評価の実施と評価結果の利用者への開示を進めていくこ

とは重要な取組です。 

 また、自己評価のみでは事業者間の比較が難しいことから、民間の第三者評価機関

が専門的・客観的な立場から適正に評価を行うことも重要な取組です。 

 一方、このような自主的な取組に加えて、経営指導や指導監査による事業の適切な

運営への指導・支援も、サービスの質の確保を図り、事業の適正な運営を確保する観

点から、引き続き取り組んでいく必要があります。 

 

① サービス自己評価の実施 

社会福祉法において、事業者はサービスの自己評価を行うことが努力義務として

規定されています。 

自己評価による自らのサービス水準の点検と改善を繰り返し実施することにより、

恒常的なサービスの質の向上が期待されることから、事業者によるサービスの自己

評価の取組を進めていく必要があります。 

 （施策展開の方向） 

 ○適切な自己評価が行われるよう評価基準の提供等必要な支援を行います。 

 

② 福祉サービス第三者評価の推進 

福祉サービスに対する評価の客観性や信頼性を高める上では、自己評価から一歩

進んで、一定の基準を満たした公正・中立な第三者機関による評価が一層有効と考

えられます。 

第三者の目から見た評価結果や福祉サービスの利用者に関わる様々な情報を幅広

く利用者や事業者に提供する仕組みをつくることは、サービスの内容、質を利用者

に見えるものとし、利用者のサービス選択やサービス内容の透明性の確保を図るこ

とになり、さらには、サービスの質の向上に向けた事業者の取組を促すことにもつ

ながることから、本県においても、福祉サービス第三者評価の推進に向けて積極的

な取組を進める必要があります。 

併せて、求職者が事業所を選択する際の有用な情報を提供するため、人材確保・
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育成に積極的に取り組む事業所の情報を公表することも、福祉・介護人材の確保に

とって重要です。 

 （施策展開の方向） 

○福祉サービス第三者評価制度の普及を図ります。 

○評価結果の適切な情報公開と利用者への情報提供を推進します。 

○介護サービス情報の公表や社会福祉法人の事業・職員処遇等に関する情報の公表

を推進します。併せて、介護サービス、保育サービス、障害福祉サービス事業所

に対する認証評価の実施により、人材確保・育成、質の高いサービス提供に積極

的に取り組む事業者の「見える化」を進めます。 

  

③ 経営指導・指導監査の充実 

サービス提供事業者が、適切な人事、労務、会計等の管理を行い、安定的な経営

基盤を確立することは、サービスの質を確保する上で重要な課題です。このため、

県社会福祉協議会においては、経営全般に関する指導・相談・援助を行っています。 

また、県が行う指導監査も、法に基づいた適切な事業運営やサービス提供を確保

する上で重要な役割を担っています。 

社会福祉法人以外にも多様な事業者が福祉サービスに参入する中で、経営指導や

指導監査を通じて適切な事業運営やサービス提供を促していくことはこれからも重

要です。 

 （施策展開の方向） 

○施設運営の効率化や近代化を図るため、県社会福祉協議会における社会福祉法人

や社会福祉施設の経営指導を支援していきます。 

○監査機関相互の連携を図り、事業者が適切な人事管理・組織運営が行えるよう、

指導監査を一層充実させていきます。 
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２－１ 福祉の心の育成 

 

地域福祉を推進していくためには、その担い手である地域住民一人ひとりが、自ら

の問題として福祉への理解と関心を高めていくことが大切です。 

そのためには、幼少期から高齢期まで生涯にわたり、多様な実践を交えた計画的な

教育、学習の機会の提供や広報・啓発を行っていくことが重要です。 

 

① 児童生徒に対する福祉教育の推進 

  人格形成期において、生命の大切さ、自分を尊ぶ心、他人を尊重する心、社会貢

献の精神、ノーマライゼーション（＊）やソーシャル・インクルージョン（＊）の理念、

豊かな人間性に裏付けられた福祉の心は、幼児期から様々な体験を通して育まれる

べきものです。 

  これまで、各学校では、学校教育活動の中にボランティア活動を積極的に取り入

れ、福祉の心の育成に努めてきました。 

また、市町村社会福祉協議会においては、独自にボランティア推進校を指定し、

地域での活動体験を通した児童生徒に対する福祉教育に取り組んでいます。 

  福祉教育は、社会の中で支え合い、共に生きるための力を育むものであり、全人

格的な発達の基礎となるものであることから、学校における教育活動のみならず、

家庭や地域においても日常生活を通じて積極的に取り組んでいく必要があります。 

  その実施に当たっては、学校、教育委員会と市町村社会福祉協議会をはじめとす

る地域の関係者が十分に連携を図り、地域の障害者や高齢者等の参画を得ながら、

学校の各教科等を通じて取り組む必要があります。 

（施策展開の方向） 

○学校等において、ボランティア活動等の実体験を取り入れた福祉教育の取組を行

います。 

○高齢者や障害者等に対する基礎的理解、介護・福祉等の課題に関する理解を深め

るため、小・中学校において、高齢者や障害者等の当事者、福祉サービス事業者

からこれまでの体験談等直接話を聞く機会や高齢者等疑似体験をする機会の確保

を図ります。 

○子どもたちが、地域の多様な住民との交流を通じて、地域の一員として課題解決

基本方策２ 地域福祉を担う人材づくり 
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に参画することの大切さを学べるような気運の醸成や環境の整備を進めます。 

 

② 地域における福祉教育・啓発の推進 

  地域においては、幼児期から多様な人との関わりを通して豊かな人間性を育み、

さらには、福祉制度等への理解を図りながら、地域の一員として地域の課題解決に

役割を果たそうとする意識を醸成することが大切です。 

そこで、互いに支え合う心や活動等を育む環境づくりを進めるため、家庭、学校、

社会福祉施設、社会福祉協議会等が一体となった地域連帯の輪を広げ、その上で、

生涯学習の観点から、住民一人ひとりが生涯の様々な時期に応じた福祉の心を醸成

するために、福祉講座や講演会等の開催、体験活動の実施等が必要となります。 

  特に、今後は身近な地域における福祉教育の充実が重要であり、そのためには、

市町村（地区）社会福祉協議会（＊）や学校と連携した取組の充実が求められていま

す。 

また、このような学習を通じて、ボランティア等の実践活動に展開させていくこ

とが重要です。 

  さらに、福祉の心の育成に当たっては、多様な情報提供や啓発活動も重要であり、

様々な機会を捉えて積極的に広報等を進めていく必要があります。 

（施策展開の方向） 

○地域住民の福祉への理解を深めるための講習会や体験学習等の機会の充実を図り、

地域住民が抱える生活課題や地域資源の活用などを学習し合う場づくりを促進し

ます。 

○地域の中での人々の多様な交流の促進や福祉活動への取組を通じて、地域住民の

福祉の心が一層深まるよう、学校と市町村（地区）社会福祉協議会や町内会との

連携を促します。 
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２－２ 地域福祉を担う人材の確保・育成 

 

福祉サービスは、人を相手とし、人が行うものであることから、適切なサービス提

供を行うためには、地域福祉を担う人材の質及び量の両面にわたる確保が不可欠と

なっています。特に、団塊の世代が全て７５歳以上となる令和７年（２０２５年）に

向けて、後期高齢者の増加とともに要介護高齢者が増大し、福祉・介護サービスのニー

ズの増大が見込まれる中で、福祉・介護サービスを支える人材をしっかりと確保し、

養成していく必要があります。 

一方で、生産年齢人口は減少局面に入り、福祉・介護業界と他産業との人材獲得競

争が今後ますます激化することが予想される中で、事業者は求職者や利用者から選ば

れる事業者となることが求められます。 

加えて、一人暮らし高齢者の増加、児童虐待、高齢者虐待や配偶者等からの暴力、

自殺等の課題もあり、地域住民が求める福祉サービスの内容はより高度化、複合化、

複雑化していることから、専門的な知識・技術を持ちながら、サービス利用者の人間

性を尊重し、さらに保健・医療・福祉・介護の連携の視点を持った人材が求められて

います。また、そのように培われた専門性を生かして、地域の人材を育てることも重

要となってきます。 

県では、平成２８年３月に「青森県福祉・介護人材確保定着グランドデザイン」を

策定し、行政、福祉・介護事業者、事業者団体、従事者、職能団体、福祉・介護人材

養成施設等、関係主体が一体となり、適切な役割分担のもとに、ＡＬＬ青森の推進体

制で協働して、福祉・介護人材の安定的な確保及び定着に向けた取組を進めています。 

 

① 福祉分野への参入促進 

  福祉・介護の現場では、未経験者から有資格者まで様々な人が就労しており、新

卒者よりも既卒者（中途採用者）が多い、女性や中高年齢者の割合が高い、非正規

職員が多いという特徴があります。 

  このため、新卒者の確保と、既卒者として幅広い人材の参入を促す取組を両輪と

して進め、多様な人材が安心して福祉・介護の仕事に就き、ライフスタイルに合わ

せた多様な働き方で、意欲・能力に応じて活躍できる環境づくりを進める必要があ

ります。 

（施策展開の方向） 

○福祉・介護の魅力を伝え、理解促進とイメージ向上を進めます。  



 

 - 38 - 

○新卒者のほか、若者、中高年齢者、障害者、他産業からの転職者、福祉・介護経

験者等、未経験者も有資格者も含め、多様な人材の参入を促進します。 

○求職者が必要とする情報の公表、事業者の採用活動の強化等の取組を進めます。 

○今後のサービス必要量を見据え、必要な人材が確保できるよう、地域福祉関係の

人材養成機関や関係団体等と密接に連携を図り、専門的人材の養成を進めていき

ます。  

○青森県福祉人材センター（＊）、青森県保育士・保育所支援センター（＊）による専門

的人材の確保、各種支援制度による人材の県内への就業促進を図ります。 

 

② 労働環境・処遇の改善による定着支援 

  介護業界からの離職者のうち約６割は入職後３年以内であること、保育士につい

ては入職後５年以内の早期離職の傾向があることから、早期離職の防止は重要な課

題であり、離職理由に応じた雇用管理の改善を進める必要があります。 

 （施策展開の方向） 

○介護サービス、保育サービス、障害サービスにおける認証評価制度や事業所情報

の公表により「見える化」を推進します。 

○雇用管理改善により魅力ある職場づくりを推進し、職員の定着促進を図ります。 

 

③ 福祉人材の資質向上 

サービス利用者が抱える多面的な課題を分析し、適切な福祉サービスを提供する

ためには、自らの専門分野における資質の向上はもちろんのこと、他の専門分野と

の連携や地域の中の人材・資源の効果的活用等の視点をもった人材を養成する必要

があります。 

 また、その専門性を生かして、地域の人材を育成し、共に課題解決していける仕

組みづくりが重要です。 

 福祉・介護職員が福祉・介護のプロとして自分の仕事に誇りを持ち、キャリアアッ

プをしていくことは、サービスの質の向上につながるとともに、福祉・介護の魅力

発信を進める上でも重要です。また、職員のモチベーションや資質の向上により定

着率が高まると、よりサービスの質が向上するという好循環が生まれます。従って、

未経験者でも安心して福祉・介護の仕事に就き、必要な研修を受講して知識・技術

を身につけるとともに、本人の意欲・能力に応じて資格取得等によるキャリアアッ

プできるような取組が重要です。 
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 （施策展開の方向） 

○県立保健大学や県社会福祉協議会等と協力し、保健・医療・福祉・介護分野の連

携を踏まえた研修体制を構築していきます。 

○地域にある大学等の人材専門機関や社会福祉施設が有する専門性を活用し、地域

の中で人材を育成する仕組みづくりに努めます。 

○将来の見通しを持って働き続けるためのキャリアパス（＊）整備を推進します。 

○未経験者でも本人の意欲・能力に応じてキャリアアップができる環境を整備しま

す。 

○複合化、複雑化した課題に対応する相談支援従事者や様々な地域の課題に対応す

る方々について、研修・会議等を通じて、人材の確保・資質の向上に努めます。 
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２－３ ボランティア・ＮＰＯの育成と活動支援 

 

地域福祉を推進していくには、地域の課題を自分たちで考え、共に支え合うという

観点から、保健協力員、食生活改善推進員をはじめとした地域住民の自発的な取組が

何より重要です。特に、ボランティア団体やＮＰＯ法人等の役割は、サービスの担い

手の確保や、公的サービスでは十分に対応できない、いわゆる「制度の狭間」を埋め

るきめ細かいサービス提供等において、今後ますます大きくなることが予想されます。 

県では、「青森県ボランティア活動等の環境整備に関する条例」に基づき、ボラン

ティア団体やＮＰＯ法人等が活動に取り組みやすい環境整備に努めています。 

また、県社会福祉協議会に設置した青森県ボランティア・市民活動センターにおい

て、ボランティア講座の開催、相談支援等の取組を通して、ボランティアを育成・支

援しています。 

企業等による社会貢献活動等、新しい分野のボランティア（プロボノ（＊）など）の

育成や、実践活動に向けた資質の向上を含め、今後もボランティアの育成が必要です。 

 

① ボランティア等が取り組みやすい環境づくり 

（施策展開の方向） 

○企業等による社会貢献活動等、地域の新しい課題に取り組むボランティア・ＮＰ

Ｏ法人等の普及・啓発や人材育成のための講座、実践活動に向けた手法を学ぶた

めの講座等、様々なレベル、種類に応じた多様な学習機会を提供できるよう、青

森県ボランティア・市民活動センターの活動を支援します。 

○地域のボランティア団体・ＮＰＯ法人等の情報や、支援を必要とする人、活動機

会についての情報等の収集・提供及びそれに基づく適切なマッチングが円滑に行

われる仕組みを強化します。 

○プロボノの普及等を通じて、ボランティア活動に取り組む企業や人材の拡大を図

ります。 

○ボランティア活動者や団体間のネットワークづくりを進め、活動範囲の拡充や活

動しやすい環境づくりを支援します。 

 

② ボランティア等の人材育成 

（施策展開の方向） 

○学校と社会福祉協議会、町内会（自治会）等地域の関係団体が連携して、幼児期
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から実践を通してボランティアの心を培うことができるような取組を進めていき

ます。 

○市町村社会福祉協議会やボランティア推進団体等と連携し、研修や交流会を行い、

あらゆる世代のボランティア活動の掘り起こしを支援します。 

○地域の活性化に積極的に取り組む高齢者の人材育成と組織づくりを推進します。 

○災害ボランティアコーディネーター連携研修会等により人材を育成するとともに、

ニーズに即した活動を展開できるよう、市町村社会福祉協議会をはじめ、関係機

関・団体との連携を促進します。 
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３－１ 地域住民の参加による地域福祉の推進 

  

社会福祉法第４条においては、「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者

及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地

域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あ

らゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなけれ

ばならない。」とされています。 

年齢や障害の有無に関わらず、県民の誰もが住み慣れた家庭や地域で、その人らし

い自立した生活を送るためには、行政によるサービス提供に加えて、同条にうたわれ

ているように地域住民自らが地域福祉を構成する一員として、より住みやすい地域を

作っていこうとする自主的・主体的な活動が重要です。今後は、各地域において住民

の総意のもと、地域福祉の推進を基調とした福祉のまちづくりに向けてより一層、力

を結集していく必要があります。 

一方、市町村の役割は、地域福祉の推進のための行政計画である「地域福祉計画」

の策定・推進を通じ、地域住民の参加や関係団体と協働して福祉のまちづくりのため

の具体策を示し、必要な行政サービスや保健・医療・福祉・介護等のサービスを総合

的に提供していくとともに、近隣コミュニティを築き、地域住民が共に支え合い、活

動しやすい環境づくりを行うことにあります。 

 

① 住民参加と多様な主体の協働 

地域では、地区社会福祉協議会、社会福祉法人、町内会（自治会）、老人クラブ、

ＰＴＡ、医療・福祉団体、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、企業等様々な団体が、

多様な活動を行っています。また、地域住民も相互に交流し、日常的な声がけや助

け合いが行われています。 

本県においても、地域住民が主体となって定期的に開催する高齢者の集いの場や

子ども食堂が県内各地で急速に増加しているほか、社会福祉協議会、生活協同組合

をはじめ、電力・ガス・水道事業者、郵便事業者、新聞、宅配業者、保険、金融等

幅広い業種の民間企業等と行政が協定を締結し、高齢者や障害者等支援を要する住

民への見守りを重層的に行う取組が全市町村に広がっています。県社会福祉協議会

基本方策３ 共に支え合う地域づくり 
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では、「福祉安心電話サービス事業」を実施し、地域で暮らす一人暮らし高齢者世帯

等への見守りを２４時間体制で行っています。 

その他、民間企業では、社会福祉協議会等が行うフードバンク（＊）事業に対する

食料、食材の寄付をはじめする様々な社会貢献も行っています。 

今後は、住民や民間企業等多様な主体によるこのような取組をさらに進め、地域

の福祉課題に対する共通認識を持ち、地域をあげた取組を一層進めていくことが望

まれます。 

また、地域福祉の推進に当たっては、市町村と地域団体の協働による効果的なサー

ビスの提供や地域福祉活動への住民の参加の促進等、市町村としての取組が重要で

あり、市町村計画としての「地域福祉計画」と民間の福祉活動計画としての「地域

福祉活動計画」が適切な連携を保ちながら策定・推進される必要があります。 

（施策展開の方向） 

○社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」の推進を支援し、住民参加や多

様な主体の協働を促進します。 

○地域における認知症の理解者及び支援者であるキャラバン・メイト（＊）や認知症

サポーター（＊）の積極的な養成と関係機関との連携を支援し、認知症の正しい知

識の普及と理解を図ります。 

○確実な見守り活動を行うため、民生委員以外にも、町内会や福祉安心電話の協力

員、新聞配達業者や宅配業者等事業者、コンビニエンスストア等幅広い協力が必

要であり、これら見守り活動のネットワークをさらに広げることにより、見守り

活動の強化を図ります。 

 

② 福祉コミュニティ（＊）づくり 

誰もが住み慣れた地域で、いきいきと生活するためには、年齢や障害の有無、暮

らしている地域に関わらず、全ての地域住民が主体的に地域と関わり、それぞれの

状況に応じて地域の主役として活躍できる条件が整備されている必要があります。 

そのためには、支援をされる側としてのみ捉えられがちな高齢者・障害者等の持

てる能力、知識やこれまでの経験を生かして、自ら社会活動に参加するなど、支援

を受ける側にある人が違う場面では支援する人となり、地域住民全てが「互いに支

え合う」という観点に立った取組が重要になります。 

少子化・高齢化の進行、核家族化、女性の社会参画等により、家庭や地域を取り

巻く環境が変化し、地域の結びつきが希薄化しています。特に、今後は、社会全体
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で子育てを支援する地域社会づくりや一人暮らしの高齢者ばかりでなく、何らかの

課題を抱えているものの既存の制度の対象にならない方をはじめ、支援を要する

人々が孤立することなく、地域の中で見守られ、地域とつながりを持ちながら暮ら

していけることが必要です。 

全ての地域住民が互いに認め合い、共に支え合い、共に生きる社会づくりを行う

ことにより、一人ひとりの自己実現が可能となるとともに、ノーマライゼーション

やソーシャル・インクルージョンの理念が具現化できるものと考えられます。 

 （施策展開の方向） 

○地域の中で何らかの支援を要する人を見守り、その人の生活上の課題を発見し、

地域の中で支援するとともに、必要に応じて公的なサービスが受けられるように

するため、小地域のネットワークがより機能するよう引き続き支援し、その活用

を図ります。 

○県内各地で実施されている、高齢者の集いの場や子どもの居場所づくりを支援し

ていきます。支援に当たっては、世代間交流をはじめ地域内の多様な交流が促進

されるよう努めます。 

○公共施設、福祉施設、空き教室、空き店舗等について、地域住民の交流をはじめ、

地域福祉活動の拠点として一層の有効活用を図ります。 
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３－２ 地域福祉の推進主体の充実 

 

地域福祉の担い手は、地域住民をはじめ、サービス事業者、ボランティアや民間団

体ですが、これら主体を支援し、主体間の適切な連携を確保し、持てる力を最大限発

揮させる役割を担うものとして、「民生委員・児童委員」、「県社会福祉協議会」、「市町

村社会福祉協議会」があります。地域福祉の推進に当たっては、これらの充実強化が

不可欠の課題です。 

 

① 民生委員・児童委員の活動強化 

民生委員・児童委員は、地域住民にとっても最も身近な相談・支援者として、地

域における福祉ニーズを発見し、関係機関と適切に連携を図りながら、課題解決に

向けて取り組むことが期待されています。特に、近年は、災害時の取組、子育て家

庭への支援、児童虐待や高齢者虐待の早期発見や高齢者の見守り等、地域実態に即

した具体的で迅速な取組が求められています。 

しかし、その活動範囲の広範さによる精神的な負担感、対応する問題の複合化・

複雑化、個人情報の取扱いと関係機関との情報共有等の課題が指摘され、民生委員・

児童委員が地域福祉の中核としてその力を十分に発揮できるよう、活動環境の整備

が求められています。 

地域住民が抱える生活課題が複合化・複雑化するなか、民生委員・児童委員が住

民に適切な助言を行い、効果的なサービス利用につなげていくためには、研修を充

実させることはもとより、関係機関・団体との連携強化や行政による支援を強化す

る必要があります。 

（施策展開の方向） 

○民生委員・児童委員（主任児童委員（＊））として、より的確な相談・援助が行える

よう必要な知識や援助技術の習得及び向上のための研修を充実させるとともに、

新任者をはじめ活動を行う上での課題解決に向けて行政のサポート体制を強化し

ます。 

○関係機関・団体との情報共有を図り、ネットワークを強化するとともに、専門機

関と民生委員・児童委員（主任児童委員）との適切な役割分担を行います。 

○地域の関係機関や住民に対して、民生委員・児童委員制度及び職務の普及啓発と

周知を進めます。 

○民生委員・児童委員のなり手不足の解消に向けて、豊かな知識と経験を持ち、定
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年を迎え時間に比較的余裕のある世代をはじめ幅広い世代への働きかけ等を強化

します。 

 

② 市町村社会福祉協議会の充実 

社会福祉法において「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と明確に位

置付けられた市町村社会福祉協議会は、地域住民をはじめ社会福祉に関する事業・

活動を行う者のほか、幅広い地域の機関・団体で構成され、市町村と連携・協働し

ながら地域福祉を推進する中核的団体としての役割を担っています。 

これまで、市町村社会福祉協議会は、福祉総合相談、福祉教育、ボランティアの

養成と福祉活動への参加促進、住民参加による声がけや見守り及び在宅福祉サービ

スの提供等住民参加を基本として幅広い活動を展開し、公的サービスでは対応でき

ない多様な人々の多様な生活課題の解決に積極的に取り組んでいます。 

今後は、より身近な地域での福祉活動の充実が求められることから、地域住民の

ニーズに対応したきめ細かな相談支援機能の充実をはじめ、誰もが安心して暮らせ

る福祉のまちづくりのコーディネーター（＊）としての役割が一層期待されています。 

 （施策展開の方向） 

○各市町村社会福祉協議会における身近な相談支援機能の充実が図られるよう、県

社会福祉協議会を通じて支援します。 

○地域福祉推進のコーディネーターとして、「支援をしたい人」と「支援が必要な人」

をつなぐ、協働システムの普及を図ります。 

○住民により近い立場にある地区社会福祉協議会の取組を活性化させます。 

 

③ 県社会福祉協議会の充実 

県社会福祉協議会は、社会福祉法において地域福祉を推進する団体として位置付

けられており、市町村社会福祉協議会、民生委員・児童委員、社会福祉事業経営者

等を構成員として組織され、福祉人材センター、ボランティア・市民活動センター

の運営、生活福祉資金の貸与、福祉サービスに関する利用援助や苦情解決、大規模

災害発生時における人材派遣、成年後見人等監督業務等、地域福祉の推進のための

広域的な事業等を実施しています。 

今後も、本県の地域福祉推進の中核的団体として、市町村社会福祉協議会や関係

団体と連携しながら、より専門性の高い事業を展開することにより、本県の地域福

祉を推進することが期待されています。 
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（施策展開の方向） 

○県社会福祉協議会がその本旨に即して運営され、本計画の推進力となるよう体制

の充実や諸事業の効果的な展開を支援します。 

 

④ 社会福祉法人の地域における公益的な取組の促進 

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的とする非営利法人として、長年、

福祉サービスの供給確保の中心的な役割を果たしてきました。しかしながら、社会

福祉法人の今日的な意義は、これに止まらず、地域福祉の中心的な担い手として、

営利企業等他の経営主体では対応困難な福祉サービスの提供を含め、複合化・複雑

化する福祉ニーズを充足するための取組を積極的に講じ、地域社会に貢献すること

にあります。 

こうした時代の要請を踏まえ、社会福祉法人の公益性・非営利性を徹底するとと

もに、地域社会に貢献する法人の在り方を確立するために、社会福祉法が平成２８

年３月に一部改正されました。地域福祉との関わりにおいては、社会福祉法人につ

いて地域における公益的な取組が責務として規定され、社会福祉法人には、市場で

安定的・継続的に提供されることが望めない福祉サービスの提供、すなわち既存の

制度の対象とならない福祉サービスを無料または低額で提供する事業に取り組むこ

とが求められています。 

本県では、青森県社会福祉協議会が事務局となり、趣旨に賛同する社会福祉法人

により「青森しあわせネットワーク」を組織し、制度の狭間で支援が必要な人に対

し、支援を行っているほか、近隣の社会福祉法人が協働して公益的な取組を模索す

る動きが、各地で見られるようになってきました。 

（施策展開の方向） 

○社会福祉法人が、その本旨に基づき、地域のニーズを踏まえて、日常生活、社会

生活上の支援を必要とする方に対して無料または低額な料金により福祉サービス

を提供する事業に取り組むことができるように、必要な情報提供や複数法人の連

携による事業の実施等の支援を行います。 
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３－３ 社会参加の促進と生きがいづくり 

 

 誰もが住みよいまちづくりを推進するため、年齢や障害の有無、性別に関わらず、

誰もが利用しやすい生活環境の整備が必要です。本県においては、平成１０年に「福

祉のまちづくり条例」が施行され、「あおもりユニバーサルデザイン（＊）推進基本指針」

を策定し、一人ひとりがここちよく暮らせるまちづくりを進めています。また、平成

１３年に施行された「青森県男女共同参画推進条例」により、あらゆる分野での男女

共同参画社会の実現を目指しています。 

 障害者差別解消法が平成２８年４月１日に施行され、障害のある人もない人も、互

いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指し、行政

機関、民間会社、個人事業者や非営利で活動する団体を含め全ての事業を行う者に対

して、障害のある人への不当な差別的取扱いが禁止されています。 

 また、団塊の世代が全て７５歳以上となる２０２５年問題への対応が重要な課題と

なっています。高齢者に対して、「弱者」という意識を改め、地域の中でできるだけ自

立し、これまでの経験と能力を生かし、生きがいをもって暮らしていけるような人間

関係と環境づくりを進めることが重要です。 

 

① 全ての人が暮らしやすいまちづくり 

本県においても、一人ひとりが健やかで安心して自立した生活を送ることができ、

それぞれの役割を果たすことができるような社会の実現を目指すことを基本理念に、

「もの」、「情報」、「サービス」、「まち」について、誰もがここちよく暮らせるよう

に進められています。 

（施策展開の方向） 

○不特定多数の者が利用する公共的施設の出入口のスロープや、障害者をはじめ誰

もが利用できるトイレの設置等、全ての人が暮らしやすいよう、ユニバーサルな

社会づくりの普及啓発を促進します。 

○障害を理由とする差別の解消を推進するため、障害者やその家族等からの相談に

的確に応ずる体制の整備等に取り組み、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会を推進します。 

○性別による差別を撤廃し、社会における制度及び慣行について配慮し、特に女性

が働きながら安心して子どもを産み育てることのできる職場環境の整備について 

支援します。 
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○高齢者や障害者等の食事、買物や通院等の移動を支援する取組を促進します。 

○本県においては冬期間積雪が多く、歩道や移動手段の確保が十分にされていない

ため、高齢者や障害者が外出に不安を抱え、ひきこもりがちになります。道路や

周辺の除排雪対策はもちろん、地域ボランティアの育成を図り、きめ細かな声が

けができる体制の整備を行います。 

 

② 社会活動参加の促進 

 平均寿命が延び、長い高齢期をどのように健康で生きがいをもって暮らすことが

できるかが課題となっています。団塊の世代を含め、高齢者のニーズは多様化し、

画一的な世代観は通用しなくなってきています。高齢期を意義ある時期として捉え、

新しいシニアライフの創造に向けた環境が必要とされています。 

 （施策展開の方向） 

○高齢になっても、豊かな知識と経験を発揮しながら、年齢に関わりなく、意欲・

能力に応じて活躍できる環境づくりを推進します。 

○高齢者のつどいの場等の交流の場づくりや、老人クラブ活動、生涯学習・生涯ス

ポーツ活動等を通じて、一人ひとりの生きがいを高める取組を推進します。 

○就業意欲のある高齢者が年齢に関わりなく希望する働き方ができるような環境づ

くりを推進します。 

○障害者の雇用状況は厳しく、就職したいと考えるものの雇用の場がなく、就職で 

きない障害者が数多くいることから、障害者の雇用の場を確保し、就業・生活面 

一体となった支援を行い、雇用を促進するとともに、障害者の個々の職業能力開 

発を促進するための職業訓練を実施します。 
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３－４ セーフティネット機能の充実・強化 

 

 いつ深刻な事態を招くかわからない災害や犯罪、本県でも深刻な問題になっている

自殺問題、生命の危険を伴う虐待問題等、新たに取り組む必要がある課題について各

種ネットワークを形成し、検討する必要があります。 

個々の自助努力では対応しきれない問題に対しては、保健、医療、行政、司法、警

察等へ相談・通報しやすい環境を整備するほか、地域住民、教育関係者、福祉関係者、

民生委員・児童委員やボランティア団体等が、関係機関と役割分担しながら適切かつ

速やかに対応するなど、地域社会のセーフティネット（＊）として機能する必要があり

ます。 

 

① 地域の安全の確保 

近年、地震をはじめ、台風や集中豪雨、豪雪等の自然災害が多発し、各地で大き

な被害が発生しています。 

高齢化が進む本県においては、大規模な災害が発生した場合、自力あるいは家族

の支援のみでは避難の実施や避難生活を送ることが困難な方が増加しており、地域

や関係機関が連携した対策を講じる必要性が高まっています。 

災害発生時に備え、支援を必要とする人へ日頃から地域ぐるみで行っている見守

りや声掛け等の活動は、一人暮らしの高齢者、高齢夫婦世帯、障害者、子育て家庭

等要配慮者への避難支援を的確に行うための取組や体制づくりにもつながります。 

 （施策展開の方向） 

○災害が発生し、または発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方

で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を必要とする方（避難

行動要支援者）について、あらかじめ把握しておくとともに、避難の支援、安否

の確認その他災害から身を守るために必要な措置を実施するための基礎となる名

簿及び一人ひとりに対応した支援計画の作成を進めます。 

〇災害発生時に備え、日頃から関係機関との連携を図り、町内会や民生委員・児童

委員が中心となり、地域ぐるみで安全確保に努め、高齢者や障害者等、自力での

避難・移動が困難な人に対する、近隣住民や民生委員・児童委員、身体障害者相

談員、知的障害者相談員等による安否確認や避難支援を行っていきます。 

〇上記２点については、個人情報の「保護」と「利用」の調整を図るという個人情

報保護法の趣旨を踏まえ、支援の必要な人に関する情報を行政等関係機関・団体
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と共有するとともに、県及び市町村の防災部門とも緊密に連携します。 

○福祉避難所の指定が進むように市町村に対し支援していきます。また、避難所に

おいて高齢者、障害者、乳幼児等の良好な生活環境が確保できるよう、市町村を

支援します。 

○災害時のボランティア活動をより迅速、効率的に行うため、防災ボランティアコー

ディネーターや災害時における協力者を養成し、社会福祉協議会との連携を強め、

災害時に備えた取組を行います。 

〇災害発生時に被災地域の要配慮者を支援する災害福祉支援チーム（ＤＣＡＴ）（＊）

の活動を推進します。 

○積雪の多い冬期間は生活が閉ざされがちになり、特に高齢者は活動が低下し、要

介護の割合は増加する傾向にあります。そのため、行政機関、消防機関、建設業

者、ボランティア団体、ＮＰＯ法人等によるネットワークを構築し、除排雪活動

を推進します。 

○「青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例」に基づき、互いに守り合い、

支え合う地域づくりを推進します。 

○心の健康づくりやうつ病予防の普及啓発、自殺の危険性のある人の早期発見・早

期対応の中心的な役割を果たすゲートキーパー（＊）の育成等を行うとともに、相

談窓口の設置等相談体制の充実及び生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関と

連携強化を図り、各分野において地域の中にある様々な資源を活用しながら、社

会的取組として総合的に自殺予防を推進します。 

 

② 虐待防止支援体制の構築 

これまで、児童虐待の防止等に関する法律をはじめ、配偶者、高齢者、障害者に

係る虐待や暴力防止に関する法律が制定されていますが、痛ましい事件は引き続き

発生しています。本県においては、虐待を未然に防止するため、人権意識の啓発を

図るとともに、弁護士等の司法の専門家や警察と連携をとり対応しています。 

 （施策展開の方向） 

○子どもへの虐待は、子どもの健やかな発育・発達を損ない、心身に深刻な影響を

与えることから、県民一人ひとりがこの問題に理解と関心を持ち、地域一丸となっ

た取組を進めるため、子ども虐待の未然防止対策を推進し、市町村をはじめとす

る関係機関における早期発見、早期対応、子どもや保護者に対する治療等切れ目

のない総合的な支援を講じ、地域全体で子どもを守る支援体制づくりに積極的に
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取り組みます。 

○配偶者等からの暴力（ＤＶ）は、安全で健やかに生活する権利を害し、被害者や

その子どもの心と体に深刻な影響を与えることから、ＤＶを許さないという社会

全体の意識づくりを進めます。 

〇ＤＶ被害者の緊急時の迅速な安全確保と子ども等への支援の充実を図り、被害者

の自立に向けて継続的に支援します。 

〇ＤＶ防止関係機関職員の資質向上と連携強化を進めます。 

○市町村における高齢者虐待防止体制の構築に向けて、県の高齢者虐待防止支援マ

ニュアル等の周知や虐待対応に係る研修会の開催により市町村を支援します。 

〇養介護施設従事者等が施設内において虐待を受けたと思われる高齢者を発見した

場合の通報義務、養介護施設における適切な虐待防止体制の整備等について、養

介護施設の職員全てが認識するよう、周知徹底を図ります。 

〇高齢者虐待防止に向けた県民への啓発に努めます。 

○弁護士、司法書士、医師、保健師、社会福祉士等の司法・保健・医療・福祉等の

専門家がネットワークを形成し、虐待対応ネットワークをつくり、虐待について

の知識を深め、事例検討等を行い、緊急時の対応や成年後見制度の活用支援を行

います。 

○障害者権利擁護センター（＊）機能を有する県及び障害者虐待防止センター（＊）機

能を有する市町村においては、関係機関との連携を図りながら、障害者虐待防止

体制を整備し、障害者虐待の防止・早期発見・早期対応を図ります。 

〇障害者虐待の未然防止や発生後の適切な対応のため、通報等の対応を行う市町村

職員や福祉施設の設置者・管理者及び従事者向けの研修を実施します。 

 

③ 生活困窮者の自立支援等 

  平成２７年４月の生活困窮者自立支援法の施行を受け、県内に市及び町村部を合

わせて１６か所の相談窓口が設置され、生活困窮者に対し包括的な支援が進められ

ています。 

  今後は、支援を必要とする方を確実に相談支援に結びつける取組の推進が必要で

あり、関係機関との連携強化等効果的な取組を進める必要があります。 

 （施策展開の方向） 

○県は町村部を対象に相談窓口を設置し、相談業務を行います。 

○生活困窮者の支援が適切かつ円滑に行われるよう、市町村等に対し、情報提供や
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必要な助言等を行います。 

○市町村の福祉部局や租税・公共料金担当部局、教育機関、社会福祉協議会、社会

福祉法人、民生委員・児童委員、その他の関係機関と連携しながら対象者の早期

発見に努めます。 

○生活困窮者の把握のための必要な情報を得て効果的に支援を実施するため、自立

相談窓口と福祉事務所、ハローワーク間の連携に加えて、福祉部局その他様々な

部署や関係機関と連携協力し、支援に取り組みます。 

〇制度に関する積極的な広報に努めます。 

○生活困窮者自立支援法に基づく必須事業（自立相談支援事業、住居確保給付金）

と任意事業（就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談改善事業、子ども

の学習支援事業等）、関係機関、他制度、多様な主体による支援の実施により、対

象者の自立を支援します。 

○任意事業のうち、生活困窮者自立支援法において実施が努力義務とされている就

労準備支援事業及び家計改善支援事業について、未実施の市に対し、情報提供や

必要な助言等を行います。 

○相談支援員や就労支援員等が、生活困窮者への包括的な支援を適切に行うための

専門性とスキルの習得のため、養成研修の実施等の人材育成に努めます。 

○生活困窮者を支援する過程において、必要な社会資源の創出や活用、就労先の開

拓や社会参加の場づくりに向けて、住民の理解の促進や地域支援ネットワークの

構築等につなげていきます。 

〇ひとり親家庭に対しては、子育てと仕事を両立させるための支援をはじめとした

きめ細かな生活面の支援、より高い収入を得られる就業を可能とするための支援

を行うとともに、より良い就業を可能にするための貸付制度の活用や経済的支援

についての周知を図ります。 

○低額所得者、高齢者、障害者、子育て世代などに対しては、住宅確保要配慮者居

住支援法人の指定を通じて、住宅確保を支援します。 

 

④ ひきこもり支援 

ひきこもりの問題については、ひきこもりの状態にある本人が抱える個別の問題

と家族間での先行きが見えない不安や心労、親自身の高齢化といった問題が複合す

ることにより、本人のひきこもり状態の長期化、高年齢化につながっていることが

考えられることから、それぞれの状態に応じた対応を考え、工夫していくことが必
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要です。 

県では、平成２８年度にひきこもり地域支援センター（＊）を精神保健福祉センター

内に設置して相談支援を行うとともに、サテライト窓口を青森市内の中心部に開設

し、相談しやすい体制づくりを図っています。 

また、官民連携の地域連絡協議会として「青森県ひきこもり地域支援連絡協議会」

を設置し、関係機関・関係団体相互の連携強化によるひきこもり支援を行っていま

す。 

（施策展開の方向） 

〇地域における相談支援体制が重層的に機能するよう、ひきこもり地域支援セン

ターや地域支援連絡協議会において、行政機関、生活困窮者自立支援窓口等関係

機関や団体と密接な連携を図っていきます。 

 

⑤ 犯罪をした者等の社会復帰の支援 

本県の刑法犯認知件数は平成１５年から１８年連続して減少していますが、一方

で、刑法犯検挙者の半数近くが再犯者という状況であることから、より安全・安心

な社会の実現のため社会全体で支え合う再犯防止対策が必要です。 

（施策展開の方向） 

○青森県再犯防止推進計画を策定し、犯罪をした者等が地域社会の中で孤立するこ

となく、円滑に社会の一員として復帰できる社会の実現を目指します。 

○これまで実施してきた福祉的支援を必要とする刑務所等出所者の相談支援を継続

するとともに、高齢や障害等により、軽微な犯罪をして起訴猶予や刑事裁判で執

行猶予などになった人に対する支援に取り組みます。 

 

⑥ 新型コロナウイルス感染症による影響への支援 

本計画策定時点においては、新型コロナウイルス感染症の収束時期は見通せない

ものとなっており、長期化につれて、これまで福祉における支援の対象でなかった

方々が、支援の対象となったりするなどしています。 

（施策展開の方向） 

○既存の制度の拡充などがあった場合には、制度の周知に努めるとともに、国の動

向を見ながら、本県が活用できる各種支援事業の実施を検討していきます。 
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（２）地域福祉推進に向けた各主体の役割分担 

誰もが住み慣れた地域で、その人らしく安心して生活ができる福祉を実現して

いくためには、地域の様々な主体がそれぞれ自らの役割を自覚しながら、相互に

連携し、共に支え合い助け合う地域づくりに主体的に参画していくことが求めら

れます。 

各主体 期待される基本的な役割 

地域住民 ○地域社会の一員として、地域福祉活動に主体的に参加し関

与する重要な役割を担う。 

〇自ら福祉の心の涵養に努め、地域の中で互いに支え合い、

生きがいを持って暮らすことを心がける。 

ボランティア・

ＮＰＯ 

○地域に密着したきめ細かい福祉サービスの提供を通して、

地域福祉活動に主体的に参加し関与する重要な役割を担

う。 

○行政をはじめ地域にある様々な主体とのネットワークの

構築に努め、地域での支え合いに積極的な役割を果たす。 

○地域の課題や潜在化しているニーズについて、行政や地域

に向けて積極的に情報発信する。 

民生委員・児童

委員 

○高齢者、障害者、子育て家庭等、援助を必要とする住民の

相談に応じ、公的サービスをはじめ様々なサービス主体に

繋げる地域住民の支援者として重要な役割を担う。 

○地域住民の生活に最も密着した福祉のプロフェッショナ

ルとして、地域の中で援助が必要となる住民の見守り活動

の中核を担う。 

町内会（自治会） ○地域住民が生活する最小単位の社会的地域基盤として、生

活に直結した地域課題の解決に向けて、行政をはじめ地域

にある様々な主体との橋渡しを担う。 

○特に町内会（自治会）長は地域住民の生活に最も密着した

まちのよろず相談役として、地域の中で援助が必要となる

住民の見守り活動の中核を担う。 

学校等 ○地域社会の構成員として、地域にある様々な主体との関わ

りを通して、将来地域を支える子どもたちの福祉の心を育
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む重要な役割を担う。 

福祉サービス事

業者等 

○地域福祉の主要な推進主体として、関係法令を遵守して適

正な運営を図る。 

〇利用しやすいサービスの提供等利用者本位の立場に立っ

た質の高いサービス提供に努める。 

○サービスの質を確保するため、従事者に対する技術・知識

の向上に努める。 

〇サービスに関する積極的な情報提供、迅速な苦情対応、福

祉サービス第三者評価制度の活用に努める。 

○事業者が有する専門性を持った人材や施設を地域福祉の

向上に役立てるなど、地域社会との交流を通した地域貢献

に努める。 

〇雇用管理改善、キャリアパス整備の推進等により、「より魅

力ある職場づくり、職員が働きやすい環境づくり」に努め

る。 

〇社会福祉法人は、社会福祉事業に係る福祉サービスの中心

的役割を果たすだけでなく、地域における公益的な取組を

積極的に図る。 

一般企業等 ○地域社会の構成員として、高齢者や障害者等の雇用・就業

機会の創出に努める。 

〇子育てや介護等を抱える従業員の家庭生活と両立できる

雇用環境の整備に努める。 

○企業の有する人材や施設を地域社会に還元するなど、地域

貢献活動に積極的に取り組む。 

保健・医療関係

団体等 

○保健・医療・福祉・介護サービスの総合化（包括ケアの推

進）等に向けて、福祉関係者との積極的な連携に努め、地

域住民の健康を守る主体として、その役割を積極的に果た

していく。 

産業関係団体等 ○地域社会の構成員として、農業協同組合、漁業協同組合、

商工会議所、商工会等地域に密着した産業関係団体等は、

住民生活の基盤を支える団体本来の活動に加え、地域福祉
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を支える活動に積極的に関わるよう努める。 

地域の安全・安

心推進関係団体

等 

○災害や犯罪の発生に備え、また虐待や自殺等を未然に防ぐ

など、地域住民の安心・安全を確保する主体として、その

役割を積極的に果たしていく。 

共同募金会 〇住民や企業、団体などが、共同募金や歳末たすけあい運動

に積極的に協力し、共に支え合い、たすけあう共助の意識

による寄付が行われ、地域福祉活動を支える重要な役割を

担っている。 

〇特に、ボランティアやＮＰＯ法人をはじめとする各種の団

体が、地域で福祉活動を展開することができるよう、共同

募金や歳末たすけあいなどの善意の寄付による地域福祉

活動の財源の活用が期待される。 

〇地域共生社会の推進における「地域づくりを推進する財

源」として、共同募金におけるテーマ型募金や市町村共同

募金委員会の活用が期待されている。 

市町村社会福祉

協議会 

○市町村における地域福祉を推進する中核的団体として、地

域住民はじめ市町村や関係団体との連携・協働により、福

祉サービスを必要とする住民等に対して支援活動を行う

重要な役割を担う。 

○地域福祉の推進主体として、地区社会福祉協議会の活性

化、ボランティア団体・ＮＰＯ法人等福祉に携わる人材の

育成やコーディネート、住民相互のネットワークづくりに

努める。 

○福祉教育の取組を進めるため、市町村・学校等と連携し、

地域の福祉活動と一体となった活動に努める。 

○特に市町村とは的確な役割分担を図り、地域福祉推進の推

進主体としての役割を積極的に果たしていく。 

青森県社会福祉

協議会 

○県域レベルでの地域福祉を推進する中核団体として、社会

福祉事業の適切な推進を図る重要な役割を担う。 

○社会福祉事業従事者の人材の確保や養成、社会福祉事業経

営者に対する指導及び助言、福祉サービスの権利擁護等、
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広域的観点から質の高い利用しやすい福祉サービスの仕

組みづくりに努める。 

○福祉教育の取組を進めるため、市町村社会福祉協議会等の

取組の支援に努める。 

○市町村社会福祉協議会が地域福祉の推進に向けてその役

割を十分に発揮できるよう、連絡調整や支援に努める。 

行政（市町村） 

 

○地域住民に最も身近な行政主体として、住民ニーズを把握

し、地域の特性を踏まえたきめ細かい利用しやすいサービ

スの提供が図られるよう、市町村におけるより良い地域福

祉の実現に向けて、「地域福祉計画」の策定等を通じその役

割を積極的に果たしていく。 

○地域にある様々な主体が展開する活動を支援し、関係団体

とのネットワークを構築し、コーディネート役を果たしな

がら、地域の絆の再興に努める。 

○特に市町村社会福祉協議会とは、的確な役割分担を図り、

地域福祉推進の担い手としての役割を積極的に果たして

いく。 

○重層的支援体制の整備に当たっては、福祉や医療だけでな

く様々な組織と連携、ネットワークの構築を図る。 

○福祉に関する制度、相談機関、福祉サービスを県と協力し

て周知・情報提供していく。 

行政（県） 

 

○市町村における地域福祉推進の取組を広域的、専門的、技

術的な観点から支援するとともに、単独の市町村では実施

が困難な全県的なサービスの提供を行うなど、県域レベル

での地域福祉の実現に向けて、その役割を積極的に果たし

ていく。 

○広域的観点から公的サービスの適正な提供とその質の確

保、利用しやすい福祉サービスの仕組みづくりに努める。 

〇市町村と連携し、民間での地域福祉活動の支援や人材の確

保・育成に努める。 

○地域の実情を踏まえ、国に対する制度改正や規制緩和等の
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提案を行う。 

○「青森県地域福祉支援計画」の推進に向けて、県等の広報

媒体を活用したＰＲや県政に関する出前トークの実施等、

計画の普及に積極的に努める。 

○福祉に関する制度、相談機関、福祉サービスを市町村と協

力して周知・情報提供していく。 

○青森県型地域共生社会の実現に向け、福祉以外の組織と連

携した取組を推進していく。 
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（３）市町村における地域福祉計画の策定の支援・推進 

地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条に規定された市町村による策定が努力

義務とされている計画であり、市町村が地域の実状に応じて地域福祉の推進に積

極的に取り組むためには、この策定が必要不可欠のものです。 

各市町村においては、地域の創意と独自性を生かしながら、社会福祉法の規定

等を踏まえて計画に盛り込む具体的な内容を検討するとともに、その他必要な事

項を加えて計画に盛り込むこととなります。 

令和３年３月現在、市町村地域福祉計画を策定している市町村は３８であり、

県としては、全ての市町村において地域福祉計画が速やかに策定され、また、環

境の変化等を踏まえて定期的に改定されるよう、地域福祉計画の策定方法や先進

事例の共有を図るための支援施策を実施し、市町村の計画策定を積極的に支援し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 61 - 

［県内市町村地域福祉計画の策定状況（令和３年３月現在）］ 

市町村名 
策定年度 

（最終改定年度） 
市町村名 

策定年度 

（最終改定年度） 

青森市 
平成２５年度 

（令和２年度） 
田舎館村 令和元年度 

弘前市 
平成３０年度 

（令和２年度） 
板柳町 平成２９年度 

八戸市 
平成１８年度 

（平成２７年度） 
鶴田町 令和２年度 

黒石市 
平成１５年度 

（平成２６年度） 
中泊町 平成２８年度 

五所川原市 
平成２５年度 

（令和元年度） 
野辺地町 令和２年度 

十和田市 
平成２７年度 

（令和２年度） 
七戸町 

平成２５年度 

（平成３０年度） 

三沢市 
平成２３年度 

（令和元年度） 
六戸町 令和元年度 

むつ市 
平成１９年度 

（平成３０年度） 
横浜町 

平成１９年度 

（平成２９年度） 

つがる市 
平成１９年度 

（令和元年度） 
東北町 

平成１８年度 

（平成２９年度） 

平川市 
平成２０年度 

（平成３０年度） 
六ケ所村 平成２９年度 

平内町 
平成１７年度 

（令和２年度） 
おいらせ町 平成２８年度 

今別町 
平成１５年度 

（令和元年度） 
大間町 

平成２６年度 

（平成３０年度） 

蓬田村 
平成２１年度 

（令和元年度） 
東通村 令和２年度 

外ヶ浜町 
平成２２年度 

（令和２年度） 
三戸町 

平成２９年度 

（令和２年度） 

鰺ヶ沢町 平成３０年度 五戸町 平成２９年度 

深浦町 令和元年度 田子町 平成３０年度 

西目屋村 
平成２５年度 

（平成３０年度） 
南部町 

平成２０年度 

（令和元年度） 

藤崎町 
平成２０年度 

（平成３０年度） 
階上町 

平成２５年度 

（平成２９年度） 

大鰐町 
平成２５年度 

（平成３０年度） 
新郷村 令和元年度 
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〇ひきこもり（Ｐ１） 

 人間関係を取り結ぶことに悩み、学校、社会、知人そして親からさえも逃避し、人

間関係を拒絶している状態のことです。 

 

〇生活困窮者自立支援法（Ｐ１） 

平成２７年４月１日施行。生活困窮者からの相談を受け付けた上で自立のための支

援を実施する「自立相談支援事業」など、様々な支援（事業）を実施し、生活困窮者

の自立促進を図ることを目的としています。 

 

〇生活創造社会（Ｐ３） 

 青森県の基本計画である「青森県基本計画『選ばれる青森』への挑戦」に掲げる本

県の将来像のことです。「青森県の『生業（なりわい）』と『生活』が生み出す価値が

世界に貢献し広く認められている状態」を２０３０年における生活創造社会の究極の

姿と捉えています。 

 

〇アウトカム指標（Ｐ４） 

 行政活動の成果を表す指標。行政活動を「投入（インプット）」「執行過程（プロセ

ス）」「結果（アウトプット）」「成果（アウトカム）」に分類したとき、行政活動の結果

として、県民が受ける効果を示す指標です。 

 

〇合計特殊出生率（Ｐ５） 

 １５歳から４９歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、一人の女子が仮に

その年次の年齢別出生率で、一生の間に産むとしたときの平均子ども数に相当します。 

 

○配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス：ＤＶ）（Ｐ８） 

 夫婦や恋人等親密な関係にある男女間の身体的・心理的暴力等をいいます。「配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」では、配偶者からの身体に対する

不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすもの、またはこれに準ずる心身に

有害な影響を及ぼす言動を対象としています。 

 

用語の解説 
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〇配偶者暴力相談支援センター（Ｐ９） 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき、配偶者から

の身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力、その他の暴力等についての相談、情報提供、

安全の確保等に関する支援を行う専門機関です。 

 

〇地域支援事業（Ｐ１２） 

介護保険の被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等

となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことが

できるよう支援することを目的として市町村が行う事業で、①介護予防・日常生活支

援総合事業、②包括的支援事業、③任意事業で構成されています。 

 

〇成年後見制度（Ｐ１３） 

 認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が不十分な成年者を保護し、支援

するための制度です。具体的には、判断能力が不十分な人の代わりに契約の締結等を

行う代理人等を選任したり、本人が誤った判断に基づいて締結した契約を取り消した

りするなど、これらの人を不利益から守る制度です。 

 

〇民生委員・児童委員（Ｐ２３） 

 民生委員法に基づき、各市町村に置かれている民間奉仕者で、都道府県知事等の推

薦により厚生労働大臣が委嘱します。保護を要する人を適切に保護指導したり、福祉

事務所その他関係機関の業務に協力することを職務としており、児童福祉法による児

童委員を兼務しています。 

 

〇身体障害者相談員（Ｐ２３） 

 身体に障害のある方の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障

害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある方に関する援

護思想の普及等に係る業務を行います。 

 

〇知的障害者相談員（Ｐ２３） 

 知的障害者の更生援護に関し、本人またはその保護者等からの相談に応じ、必要な

指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び県民の知的障害者援

護思想の普及等に係る業務を行います。 
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〇地域包括支援センター（Ｐ２３） 

 地域の高齢者等を対象に、心身の健康の維持、保健・医療の向上、福祉の増進、生

活の安定のために必要な援助を包括的に行う中核機関として、市町村が設置し、介護

予防マネジメント、総合相談・支援、権利擁護事業等のサービスを提供します。 

 

〇障害者相談支援事業所（Ｐ２３） 

 市町村が実施する障害者等の相談窓口です。障害者福祉に関する様々な問題につい

て、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等

を行うほか、権利擁護のために必要な援助等を行います。 

 

○要保護児童対策地域協議会（Ｐ２３） 

 虐待を受けた子どもをはじめとする要保護児童等に関する情報の交換や支援を行う

ために協議を行う場です。 

 

○福祉サービス第三者評価（Ｐ２５） 

 事業者でも利用者でもない第三者の評価機関が、専門的かつ客観的な立場から、サー

ビスの内容や質、事業者の経営や組織のマネジメント力等を評価する制度のことです。 

 

〇介護サービス、保育サービス、障害福祉サービス事業所に対する認証評価（Ｐ２５） 

質の高い人材の確保・育成と利用者のニーズに合った質の高いサービスの提供を目

的として、サービス事業所における職員の処遇改善・人材育成及びサービスの質の向

上に関する取組等を評価し、県が定める評価基準を全て満たしている事業所を認証し

公表する制度です。 

 

〇インフォーマルサービス（Ｐ２７） 

 制度化された公的なサービスではなく地域住民・ボランティア等によって行われる

「非公式」な援助サービスのことをいいます。 

 

〇地域包括ケアシステム（Ｐ２７） 

高齢者が重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に

提供される体制のことです。 
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〇在宅医療・介護連携推進事業（Ｐ２７） 

 在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な支援を行うため、介護保険法の地

域支援事業の包括的支援事業の一つとして各市町村が取り組む事業のことです。具体

的には、各市町村が地域の医療・介護の関係機関・関係団体等と協力して、地域の医

療・介護関係者による会議の開催、在宅医療・介護連携に関する相談の受付、在宅医

療・介護関係者の研修等の取組を実施します。 

 

〇保健医療圏（Ｐ２８） 

 県民の健康の増進・疾病の予防から治療・リハビリテーションに至る包括的な保健

医療サービスを適切、かつきめ細かに提供するため、青森県保健医療計画（平成１７

年３月）において設定された圏域のことです。 

 日常生活に密着した保健医療サービスを提供する各市町村を単位として設定された

圏域を一次保健医療圏、専門性の高い保健医療サービスを提供する６つの広域生活圏

を対象に設定された圏域を二次保健医療圏、一次・二次保健医療圏で対応することが

困難な極めて専門性の高い保健医療サービスを提供する全県域を対象に設定された圏

域を三次保健医療圏としています。 

 

〇保健協力員（Ｐ２８） 

 地域住民の健康維持・増進や地域の保健活動を組織的に支援するために、市町村が

行う衛生思想の普及や健康づくりのための事業等に協力してもらう人です。 

通常、市町村が条例、規則等に基づき設置し、市町村長が委嘱します。 

 

〇食生活改善推進員（Ｐ２８） 

 地域住民の生涯を通じた健康づくりのために、地域における食生活改善のボラン

ティア活動を行う人のことです。 

 市町村が実施する研修を終了した人が、市町村の食生活改善推進員会に所属し、活

動を行います。 

 

〇日常生活自立支援事業（Ｐ３０） 

 判断能力に不安がある高齢者や障害者等の権利を擁護し、できる限り地域で自立し

た生活が送れるよう、社会福祉協議会が本人との契約により、各種福祉サービスの利
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用援助や日常の金銭管理等を行うものです。 

 

○ノーマライゼーション（Ｐ３５） 

 高齢であることや障害の有無等に関わらず、全ての人が一般社会の中で普通の生活

を送ることができ、共に生きる社会こそノーマルな社会であるとする考え方のことで

す。 

 

○ソーシャル・インクルージョン（Ｐ３５） 

 全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につ

なげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念のことです。社会的包摂と

も訳されます。 

 

○地区社会福祉協議会（地区社協）（Ｐ３６） 

 市町村社会福祉協議会が、小学校区や自治会等を単位とする住民の身近な地域の範

囲で、住民が進んで福祉活動に参加できるように設置を進めている組織のことです。 

 

〇青森県福祉人材センター（Ｐ３８） 

社会福祉法に基づき、社会福祉事業従事者の確保を推進することを目的として県が

設置しています。センターでは、福祉分野への就労を希望する者への職業紹介や就職

説明会等を実施します。 

 

〇青森県保育士・保育所支援センター（Ｐ３８） 

 県内保育所等に就労する保育士の安定的な確保を図ることを目的として県が設置し

ています。センターでは、保育士人材バンクによる保育士等の再就職支援、求人・求

職のマッチング、保育士等の処遇改善や離職防止に向けた相談・支援等を行います。 

 

〇キャリアパス（Ｐ３９） 

 ある職位や職務に就任するために必要な一連の業務経験とその順序、配置異動の

ルートのことです。 

 

○プロボノ（Ｐ４０） 

 ラテン語の「Pro Bono Publico」（公共善のために）が語源で、仕事で得た知識や技
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術を生かしたボランティア活動のことです。 

 

○フードバンク（Ｐ４３） 

食品を取り扱う企業や生産者から、製造・流通過程等で出る余剰食品や規格外商品、

販売店舗で売れ残った賞味期限・消費期限内の商品等、安全上は問題がなくても廃棄

される食品の寄付を受け、無償で必要な人や団体に提供する活動のことです。 

 

〇認知症サポーター、キャラバン・メイト（Ｐ４３） 

認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見

守り、支援する応援者で、市町村や職域団体等が行う認知症サポーター養成講座を受

講した方です。 

キャラバン・メイトは、認知症サポーター養成講座の講師役です。 

 

○福祉コミュニティ（Ｐ４３） 

 住民が福祉への関心を持ち、積極的に活動に参加しており、かつ、日常的に援助を

必要とする人が自立した生活を送れる具体的な福祉サービスが機能している地域社会

をいいます。 

 また、コミュニティとは、地域住民が居住し生活をしながら、政治、経済、文化、

風俗等で関わり合い、住民相互の交流が行われている地域社会、あるいはそのような

住民の集団のことをいいます。 

 

○主任児童委員（Ｐ４５） 

 担当区域をもつ児童委員とは別に、児童福祉に関する事項を専門的に担当しており、

区域を担当する児童委員と一体となって、個別援助、健全育成活動、子育て支援活動

等を行っています。児童に関する専門の活動を行うことから、「主任」と呼ばれていま

す。 

 

○コーディネーター（Ｐ４６） 

 住民参加による地域福祉活動を促進するため、地域の社会資源の発掘・育成や地域

間の連絡・調整、住民への福祉教育の普及等、地域援助に関わる種々の活動を行う専

門職者のことです。 
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○ユニバーサルデザイン（Ｐ４８） 

 「全ての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無等に関わらず、最初か

らできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることです。 

 

○セーフティネット（Ｐ５０） 

 生活上困難に陥っても、最低限の生命・身体の安全を保障できる仕組みのことです。 

 

〇災害福祉支援チーム（ＤＣＡＴ）（Ｐ５１） 

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等福祉専門職で一定の研修を受けた者を

チーム員として登録し、大規模災害発生時にチームを編成し、避難所等において要援

護者の福祉・介護等のニーズ把握や応急支援等の支援活動を行います。 

 

○ゲートキーパー（Ｐ５１） 

 悩んでいる人に気付き、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人の

ことです。 

 

〇障害者権利擁護センター（Ｐ５２） 

 障害者虐待防止法に基づき都道府県が設置し、使用者虐待に関する通報や届出の受

理のほか、市町村相互間の連絡調整や市町村への情報提供、助言等を行います。 

 

〇障害者虐待防止センター（Ｐ５２） 

障害者虐待防止法に基づき市町村が設置し、養護者、障害者福祉施設従事者等、使

用者による障害者虐待の通報や届出の受理のほか、養護者による障害者虐待の防止及

び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言等を行

います。 

 

〇ひきこもり地域支援センター（Ｐ５４） 

 都道府県が設置するひきこもりの相談窓口です。センターでは、本人や家族への相

談支援、関係機関との連携による包括的な支援体制の確保、ひきこもりに関する普及

啓発等の情報発信等を実施します。 
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１．改正社会福祉法（抜粋）（令和３年４月１日施行） 

 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する

地域社会の実現を目指して行われなければならない。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下

「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を

構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機

会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世

帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護

状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育

に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービス

を必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上で

の各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を

行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意

するものとする。 

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務） 

第６条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を

目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に

関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じな

ければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備そ

の他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に

当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連

携に配慮するよう努めなければならない。 

３ 国及び都道府県は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）において第１０６条の４第２項に規

定する重層的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される

体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなけれ

ばならない。 

（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務） 

第１０６条の２ 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの（市

資  料 
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町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。）は、当該事業を行うに当たり自らがその解

決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える

地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援

の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当

該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。 

(1) 児童福祉法第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第１０条の２に

規定する拠点において同条に規定する支援を行う事業 

(2) 母子保健法第２２条第２項に規定する母子健康包括支援センターを経営する事業 

(3) 介護保険法第１１５条の４５第２項第１号に掲げる事業 

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条第１項第３号に掲

げる事業 

(5) 子ども・子育て支援法第５９条第１号に掲げる事業 

（包括的な支援体制の整備） 

第１０６条の３ 市町村は、次条第２項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の

実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関

係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資す

る支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

(1) 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等

が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域

住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策 

(2) 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の

提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の

整備に関する施策 

(3) 生活困窮者自立支援法第３条第２項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その

他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に

資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策 

２ 厚生労働大臣は、次条第２項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲

げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

（重層的支援体制整備事業） 

第１０６条の４ 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条

第１項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業

を行うことができる。 
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２ 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基

づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯

に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重

層的に整備する事業をいう。 

(1) 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、

利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高

齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定

める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業 

イ 介護保険法第１１５条の４５第２項第１号から第３号までに掲げる事業 

ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条第１項第３号に

掲げる事業 

ハ 子ども・子育て支援法第５９条第１号に掲げる事業 

ニ 生活困窮者自立支援法第３条第２項各号に掲げる事業 

(2) 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するもの

に対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問によ

る必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省

令で定めるものを行う事業 

(3) 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するた

めの支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交

流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を

一体的に行う事業 

イ 介護保険法第１１５条の４５第１項第２号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるも

の 

ロ 介護保険法第１１５条の４５第２項第５号に掲げる事業 

ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条第１項第９号に

掲げる事業 

ニ 子ども・子育て支援法第５９条第９号に掲げる事業 

(4) 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びそ

の世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する

情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事

業 

(5) 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、
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複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、

相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する

事業 

(6) 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住

民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成そ

の他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業 

３ 市町村は、重層的支援体制整備事業（前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下

同じ。）を実施するに当たつては、母子保健法第２２条第２項に規定する母子健康包括支援セン

ター、介護保険法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センター、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条の２第１項に規定する基幹相談支援セ

ンター、生活困窮者自立支援法第３条第２項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関

相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。 

４ 市町村は、第２項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、

重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に

委託することができる。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者

は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（市町村地域福祉計画） 

第１０７条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

(1) 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項 

(2) 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

(3) 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

(4) 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

(5) 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住

民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行う

よう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとす

る。 
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（都道府県地域福祉支援計画） 

第１０８条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な

見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下「都道府県地域福祉支援計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

(1) 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項 

(2) 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

(3) 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項 

(4) 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基

盤整備に関する事項 

(5) 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の

支援に関する事項 

２ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよ

う努めるものとする。 

３ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評

価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変

更するものとする。 
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２．青森県地域福祉支援計画推進委員会設置要綱（委員名簿含む） 

 

（趣旨） 

第１条 県は、地域福祉の着実な推進を図るため、社会福祉法（昭和２６年法律第４５  

号）に基づき、青森県地域福祉支援計画（以下「支援計画」という。）の調査、分
析、評価及び改定の検討を行う青森県地域福祉支援計画推進委員会（以下「推進委
員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）支援計画の評価及び改定に関すること。 

（２）その他本県における地域福祉の推進に関すること。 

 

（組織等） 

第３条 推進委員会は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱する委員をもって組織する。 

（１）学識経験者 

（２）社会福祉事業従事者 

（３）地域活動に携わる者 

（４）行政関係者 

２ 推進委員会に委員長１名及び副委員長１名を置く。 

３ 委員長は、委員の互選により選任する。 

４ 副委員長は、委員長が指名する。 

５ 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総括する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、
その職務を代理する。 

 

（会議） 

第４条 推進委員会の会議は、青森県健康福祉部健康福祉政策課長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を
求めることができる。 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から平成３３年３月３１日までとする。 

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（庶務） 

第６条 推進委員会の庶務は、青森県健康福祉部健康福祉政策課において行う。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員
の協議により委員長が別に定めることができる。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年８月１０日から施行する。 
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青森県地域福祉支援計画推進委員会委員名簿 

（令和３年３月現在） 

委員推薦機関・団体名 団体の役職 委員氏名 

青森県立保健大学 講師 宮本 雅央 

青森県医師会 常任理事 下田 肇 

青森県社会福祉協議会 事務局長 髙橋 金一 

青森県社会福祉法人経営者協議会 会長 今村 良司 

青森県老人福祉協会 会長 棟方 光秀 

青森県保育連合会 会長 渡邊 建道 

青森県知的障害者福祉協会 会長 中村 伸二 

青森県母子寡婦福祉連合会 会長 秋田谷 洋子 

青森県社会福祉士会 会長 鳴海 春輝 

青森県民生委員児童委員協議会 会長 工藤 泰子 

青森県ボランティア連絡協議会 会長 山崎 雄一 

特定非営利活動法人あおもり男女共同参画をすすめる会 副理事長 篠崎 有香 

社会福祉法人あーるど 理事長 大橋 一之 

青森労働局 職業対策課長 神田 康幸 

青森市 福祉政策課長 白坂 孝志 

 

 



 

 - 76 - 

３．青森県地域福祉支援計画改定経過 

 

令和元年１１月 １日 地域福祉の推進に向けたアンケート調査（～１１月３０日） 

令和２年１０月１９日 令和２年度第１回地域福祉支援計画推進委員会 

令和３年 ２月 ３日 令和２年度第２回地域福祉支援計画推進委員会 

令和３年 ２月２２日 パブリック・コメント（～３月１２日） 

 

  





発行　青森県健康福祉部健康福祉政策課
〒030-8570　青森市長島一丁目1－1

TEL 017-734-9281　FAX 017-734-8085
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